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 社会福祉・地域福祉  

 

１ 生活保護  

  目  的 国が生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障す

るとともに、自ら生活できるよう援助することを目的とする。 

  受給要件 生活に困窮する者が利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の

維持のために活用することを要件とする。 

  標準３人世帯（夫33歳、妻29歳、子４歳）の最低生活費  平成25年(2013年)８月１日改定 

平成25年度(2013年度) 21万9,860円（月額）
生活扶助額 16万4,860円 

住宅扶助額  5万5,000円（限度額）

 ⑴ 世帯・人員扶助費 

平成23(2011) 平成24(2012) 年 度 

区 分 
延べ世帯 

（世帯） 

延べ人員 

（人） 

金  額 

（千円） 

延べ世帯 

（世帯） 

延べ人員 

（人） 

金  額 

（千円） 

生 活 扶 助 

住 宅 扶 助 

教 育 扶 助 

医 療 扶 助 

介 護 扶 助 

出 産 扶 助 

生 業 扶 助 

葬 祭 扶 助 

施 設 事 務 費 

42,328 

42,750 

5,097 

44,687 

8,205 

2 

1,730 

81 

519 

63,900

63,766

7,513

63,707

8,587

2

1,948

81

15,472

3,517,379

1,597,080

76,622

4,504,643

156,362

291

42,039

15,405

69,238

44,442

44,808

4,922

46,933

8,616

0

1,933

94

457

66,193 

66,249 

7,118 

66,348 

9,054 

0 

2,137 

94 

14,111 

3,621,125

1,660,200

70,394

4,642,735

165,450

0

44,668

19,272

72,653

合    計 145,399 224,976 9,979,059 152,205 231,304 10,296,497

 ⑵ 生活保護対象の推移 

    区 分 

年 度 

人  口 

（人） 

被保護世帯数

（世帯） 

被保護者数 

（人） 

１ 人 当 た り 

保護費（円) 

保 護 率 

（‰） 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

353,938 

355,833 

360,972 

3,872

4,023

4,220

5,777

5,968

6,204

1,662,657 

1,672,094 

1,659,654 

16.32

16.77

17.19

 （注）１ 人口は、各年２月末現在の推計人口 

    ２ 保護率とは、人口1,000人に対する被保護者を示す 

    ３ 大阪府下の保護率34.35‰ 平成25年(2013年)３月現在 

    ４ 全国の保護率17.00‰ 平成25年(2013年)３月現在 
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２ 緊急援護資金（吹田市緊急援護資金貸付基金条例） 

 ⑴ 趣  旨 

生活保護法による被保護者に準ずる者のうち、一時的な支出増又は収入の減少により日常の

生活を維持することが困難となり、かつ、生計資金を調達することができないものに対して貸

付けを行う。 

 ⑵ 貸付けを受ける要件 

  ・独立の生計を営んでいる成人 

  ・償還能力を有する 

  ・現に同資金の貸付けを受けていない 

 ⑶ 貸付条件 

限 度 額  １世帯10万円まで（ただし、入院に要する費用として貸付けを受ける場合は20 

               万円まで） 

貸付利率  無利子 

償還方法  １か月据置 25か月以内の月賦償還（10万円を超える場合は１か月据置40か月 

                       以内の月賦償還） 

 ⑷ 貸付状況 

   平成24年度(2012年度)貸付額  件数 １件、金額 10万円 

 ⑸ 基 金 額 

   8,000万円 平成25年(2013年)４月１日現在 

 

３ 災害見舞金等（吹田市災害見舞金等支給要綱） 

 ⑴ 趣  旨 

   災害による被災者に対して災害見舞金及び災害弔慰金を支給する。 

 ⑵ 給付金額 

災害見舞金  全焼・全壊 １世帯 ５万円、半焼・半壊     １世帯 ３万円 

床 上 浸 水 １世帯 ３万円、入院期間90日以上の傷害 １人  ３万円 

災害弔慰金  死   亡 １人  ５万円 
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 ⑶ 給付状況 

平成23年度(2011年度) 平成24年度(2012年度) 
区     分 

給 付 件 数 給 付 金 額(円) 給 付 件 数 給 付 金 額(円)

全 焼 ・ 全 壊

半 焼 ・ 半 壊

火 災 に よ る 焼 死

交 通 事 故 死

入院期間90日以上の傷害

床 上 浸 水

9

0

1

1

0

0

450,000

0

50,000

50,000

0

0

4 

0 

1 

0 

0 

10 

200,000

0

50,000

0

0

300,000

計 11 550,000 15 550,000

 

４ 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金（吹田市災害弔慰金の支給等に関する条例） 

 自然災害による被災者に対して災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸

付けを行う。 

  平成６年度(1994年度)    災害弔慰金支給  ３件  750万円 

                災害援護資金貸付  13件 2,080万円 

   〃 ７年度(1995年度)    災害援護資金貸付  ７件 1,190万円 

 

５ 災害救助資金（吹田市災害救助資金貸付基金条例） 

 ⑴ 趣  旨 

   本市住民で災害により著しい被害を受け、その生業の維持及び家屋補修費等の調達が困難な

状況にあるものに対して貸付けを行う。 

 ⑵ 貸付けを受ける要件 

  ・独立の生計を営んでいる成人 

  ・償還能力を有する 

  ・現に資金の貸付けを受けていない 

 ⑶ 貸付条件 

   限 度 額 １世帯30万円まで  貸付利率 無利子 

   償還方法 ４か月据置 20か月以内の月賦償還 

 ⑷ 貸付状況 

   平成25年(2013年)３月31日現在貸付累計  件数 440件、金額 1億16万円 

 ⑸ 基 金 額 

   １億5,000万円 平成25年(2013年)４月１日現在 
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６ 民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は福祉事務所、その他の関係行政機関の業務に協力するとともに、地域住

民の福祉増進に努め、相談・援助等の自主的活動を行っている。 

 吹田市の民生委員・児童委員総数は、平成25年(2013年)４月１日現在489人で､男女別の内訳は

男性173人、女性316人となっており、21の地区委員会を組織し、活動の母体としている。また、

平成６年(1994年)１月１日から制度が設けられた主任児童委員については、平成25年(2013年)４

月１日現在35人となっている（各小学校区に１名ずつ配属）。 

 

７ 吹田市社会福祉協議会 

 昭和26年(1951年)４月１日設立、昭和45年(1970年)12月10日法人認可。 

 社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らせる住みよいまちづくり」のため、地域で起こって

いる様々な福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、解決に向け、関係団体や専門機関の協力を

得ながら地域福祉を推進する民間の組織である。活動の中心は小学校区単位で組織されている地

区福祉委員会で、地域福祉活動の母体となっている。 

⑴ 組織及び事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ ボランティアセンター 昭和63年(1988年)４月１日開設  

 ボランティア活動を市民が積極的に進められるように活動資機材等の条件整備及びボランテ

ィア活動の調査・研究や啓発・情報の提供を行うほか、ボランティア相談に応じるコーディネ

ーターを配置して、ボランティア活動を求める側と提供する側との橋渡しを行う。 

 主な活動は、 

ア ボランティアコーディネート   イ ボランティア相談事業（毎週月～金） 

全国社会福祉協議会 大阪府社会福祉協議会 吹田市社会福祉協議会

事 務 局 

在宅福祉課 地域福祉課 

(吹田地区募金会事務局)

総務部会 

 

財政部会 

諮
問
機
関 

調
査
研
究
・ 

執行機関 

（理事会） 

会 長 

副 会 長 

常 務 理 事 

理 事 

17人 

議決機関 

組 織 構 成 委 員 

地区福祉委員会（社協実践組織） その他福祉に

原則として各小学校区単位に組織 関わる団体 

地  区  住  民 

評 議 委 員 

40人 
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ウ ボランティア養成等各種講座開催 エ 広報・啓発活動（ボランティア情報すいた発行等） 

オ 吹田市ボランティア連絡会支援  カ ボランティア情報ネットワーク 

キ ボランティア保険の取扱い    ク ボランティア室・資機材の利用、貸出し 

などがある。 

⑶ 地区福祉委員会活動 

 地区福祉委員会は、自治会、婦人会、高齢クラブ、民生・児童委員、ボランティアが構成メ

ンバーとなり、自分たちが住んでいるまちを自分たちの力で明るく住みよいまちにしようとい

う、地域福祉の実践活動を行っている。吹田市内で33の地区福祉委員会が組織され、それぞれ

の地区内の援助を必要としている人に対して同じ地区内の住民が行う様々な活動を「小地域ネ

ットワーク活動」と呼び、「ふれあい昼食会」や「いきいきサロン」のような集団援助活動や、

「見守り・声かけ訪問」のような個別援助活動がある。 

 主な活動は、 

ア 見守り・声かけ活動  イ いきいきサロン  ウ ふれあい昼食会  エ 配食サービス 

オ 子育てサロン  カ 障がい者（児）交流事業  キ 世代間交流事業 

などがある。 

⑷ 地域支えあいネットワーク推進事業 

 市内６ブロックに13名のコミュニティ・ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を配置している。Ｃ

ＳＷは、地区福祉委員会活動の支援を行うとともに、地域でのいろいろな困り事を専門機関や

福祉施設、福祉団体などと連携しながら解決に努める。 

⑸ 居宅介護支援事業 

 介護サービス計画の作成などを行う居宅介護支援事業を、さんくす分室（吹田市朝日町３－

601）において実施している。 

⑹ 通所介護事業 

 平成18年度(2006年度)から市の指定管理者として２か所の通所介護事業を実施している。 

内本町デイサービスセンター（吹田市内本町２－２－12） 

亥の子谷デイサービスセンター（吹田市山田西１－26－20） 

⑺ 日常生活自立支援事業 

 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない人たちが、地域で安

心した生活を送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金銭管理などを

行い、生活を支援する。 

 平成12年(2000年)７月21日から事業を実施している。 
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⑻ 吹田市社会福祉協議会施設連絡会事務局の運営 

 施設連絡会は、吹田市社会福祉協議会の組織構成会員に加入している社会福祉法人等の民間

施設が集まり、地区福祉委員会等と連携し、地域福祉の向上を図っている。吹田市社会福祉協

議会はその事務局を運営している。 

 

 被爆者二世  

 

  原爆被爆者二世支援事業 

 平成13年度(2001年度)から原子爆弾被爆者二世に対し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する

法律施行規則第51条に定める障がいを伴う疾病と同様の疾病についての医療費（自己負担額）を

助成している。 

年    度 平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012)   

登録証明書交付件数(件)

医療費助成延べ件数(件）

医 療 費 助 成 金 額(円）

34（延べ308)

    274 

4,091,842 

17（延べ325)

    314 

5,230,851 

６（延べ331) 

    139 

1,818,289 

  

 

 総合福祉会館  

 

 老人福祉センター、障害者福祉センター、母子福祉センターの三つの機能を備えた総合的な福

祉活動の拠点施設である。建物は各種の保健事業を実施する保健センター等との複合施設である。

（昭和62年(1987年)４月１日開館） 

施設概要 

位   置  出口町19番２号 

構造・規模  鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建 

敷 地 面 積  5,517㎡  延べ床面積 6,829㎡ 

 

 ○総合福祉会館  １階・２階・５階の一部 

延べ床面積  3,452㎡ 

施 設 内 容  社会適応訓練室、日常生活訓練室、作業室、特別浴室、介助浴室、 

ボランティア室、団体共用室、バンビ親子教室、技能習得室、会議室、 

教養娯楽室、大広間、相談室、事務室など。 

総合福祉会館は、母子家庭、高齢者等からの悩みにこたえる相談室や、研

修・訓練等ができる社会適応訓練室や技能習得室を設置するなど、きめ細
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かな福祉サービスの提供と関係福祉団体やボランティアなどの地域福祉

活動の拠点となっている。 

 

総合福祉会館の事業概要 

１ 高齢者福祉事業 

 平成18年(2006年)４月の介護保険法の改正より、地域包括支援センターとして、介護予防事

業（介護予防普及啓発事業、通所型介護予防事業等）、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメ

ント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント等）を実施し、また、指定

介護予防支援事業所として、要支援者のケアマネジメントを行っている。 

 なお、平成24年度(2012年度)からは、総合福祉会館内に２地域（片山・岸部地域、千里山・

佐井寺地域）を整備していたが、平成24年(2012年)10月からは、岸部、千里山西等の地域にそ

れぞれ委託型地域包括支援センターを開設したことにより、総合福祉会館では、片山及び千里

山東・佐井寺地域を担当する地域包括支援センターとして活動している。 

 

２ 障がい者福祉事業 

⑴ 生活介護事業 

 平成19年(2007年)４月から障害者自立支援法に基づき、事業を実施している。 

対  象  市内に居住する在宅の障がい者 

事業内容  （通所は１人につき週１～５回） 

ア 機能訓練・創作的活動  イ 健康管理  ウ 福祉・生活などの相談 

エ 給食サービス  オ 送迎サービス  カ 入浴サービス 

⑵ 在宅障がい者福祉増進事業 

対  象  市内に居住する在宅の障がい者 

事業内容 

ア 日常生活動作訓練  イ 社会適応訓練  ウ 創作・軽作業 

教  室  名 実 施 曜 日 実 施 時 間 

陶 芸 教 室 

陶 芸 教 室 

料 理 教 室 

社 交 ダ ン ス 教 室 

民 謡 教 室 

ダンベル・ストレッチ体操教室 

七 宝 焼 教 室 

毎週 水曜 

毎週 水曜 

年  ４回 

年  ５回 

年  ３回 

第１・３金曜 

第１・３金曜 

午前10時～正午 

午後１時～３時 

午前10時～正午 

午後２時～４時 

午前10時～午後４時 

午前10時～正午 

午後１時～３時 
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⑶ その他講習会など 

講習会等名称 実 施 曜 日 実 施 時 間 備   考 

手 話 講 習 会(初級) 

 

手 話 講 習 会(中級) 

 

手 話 講 習 会(上級) 

 

４～９月の毎週月曜 

水曜 

10～３月の毎週月曜 

水曜 

５～10月の毎週水曜 

金曜 

午前10時～正午 

午後７時～９時 

午前10時～正午 

午後７時～９時 

午前10時～正午 

午後７時～９時 

 

 

 

 

障 が い 福 祉 室

 

点 訳 講 習 会 

要約筆記者養成講座 

９～11月の毎週木曜 

６～10月の毎週金曜 

午後１時30分～３時30分 

午後１時30分～４時30分 

 

 

３ 福祉活動の場の提供 

 高齢者・障がい者・母子家庭及び寡婦の各関係福祉団体やボランティア団体・社会福祉協議会

等に福祉活動の場を提供する。 

－会議室の利用状況－ 

平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 年  度 

 室  名 件  数 利用人数 件  数 利用人数 件  数 利用人数

第 一 会 議 室 

第 二 会 議 室 

和  室 （ ２ Ｆ ） 

大 広 間 （ ５ Ｆ ） 

技 能 習 得 室 

日 常 生 活 訓 練 室 

社 会 適 応 訓 練 室 

作 業 室 

屋 上 広 場 

519

504

405

610

581

236

619

496

52

7,819

3,972

5,943

21,755

11,044

3,118

23,015

7,686

4,025

509

491

387

594

588

247

588

487

45

8,034 

4,227 

5,726 

22,479 

11,184 

3,145 

21,811 

7,442 

3,480 

477 

447 

330 

637 

576 

225 

607 

517 

48 

7,640

3,780

4,897

24,062

10,990

2,823

21,523

7,656

3,768

合    計 4,022 88,377 3,936 87,528 3,864 87,139
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 障がい者(児)福祉  

 

１ 障がい福祉施策の対象者 

⑴ 身体障がい者手帳交付状況         平成25年(2013年)３月31日現在（単位：人） 

等 級 

障がいの内容 １ ２ ３ ４ ５ ６ 小 計 合 計

視 覚 障 が い 
児童 

成人 

6 

269 

0

276

1

70

1

62

3

105

2 

68 

13

850
863

聴覚・平衡障がい 
児童 

成人 

1 

69 

32

216

7

96

3

191

0

9

14 

297 

57

878
935

肢 体 不 自 由 
児童 

成人 

78 

1,304 

58

1,543

23

1,696

12

2,538

9

535

4 

208 

184

7,824
8,008

音声・言語障がい 
児童 

成人 

0 

7 

0

7

1

84

4

66

0

0

0 

0 

5

164
169

内 部 障 が い 
児童 

成人 

38 

2,055 

1

43

19

440

16

892

0

0

0 

0 

74

3,430
3,504

小   計 
児童 

成人 

123 

3,704 

91

2,085

51

2,386

36

3,749

12

649

20 

573 

333

13,018
13,479

合   計 3,827 2,176 2,437 3,785 661 593 13,479

 

 ⑵ 療育手帳交付状況             平成25年(2013年)３月31日現在（単位：人） 

障がい程度 

区  分 
重 度(A) 中 度(B1) 軽 度(B2) 計 

児     童 326 130 354 810 

成     人 904 386 381 1,671 

計 1,230 516 735 2,481 

 

 ⑶ 精神障がい者保健福祉手帳交付状況     平成25年(2013年)３月31日現在（単位：人） 

障 が い 等 級 １ ２ ３ 計 

交  付  者 310 1,245 363 1,918 

 

２ 自立支援医療費（更生医療）給付事業 

 身体障がい者手帳の所持者が障がい程度を軽くし、また、残された機能回復のために治療を受

けた場合、医療費の一部を支給する。                平成24年度(2012年度) 

給付決定者数（人） 延 べ 件 数（件） 医 療 費 （円） 

349 2,377 263,899,091 
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３ 障がい者医療費助成事業 

 ⑴ 障がい者医療費助成の状況 

平成24年度(2012年度) 

月   平   均 
延べ対象 

者数(人) 

延べ受診 

件  数 

医療費総額 

（円） 

助 成 額 

（円） 
一 人 当 た り

受診回数(回)

一件当たり 

医療費(円) 

一件当たり

助成額(円)

28,812 60,225 3,075,073,427 382,782,044 2.1 51,060 6,356

 

 ⑵ 入院時食事療養費助成事業 

 重度障がい者等の入院給食費（入院時食事療養費標準負担額）を補助する。 

  平成24年度(2012年度)  3,982件 51,698,394円 

 

４ 身体障がい者・知的障がい者福祉年金 

平成24年度(2012年度) 

区 分 

年 齢 
障 が い 程 度 年 金 額（円） 延べ支給人員 支 給 額（円）

20 歳 以 上 

身 障 １・２級 

 〃  ３・４級 

知 的 重  度 

 〃  中  度 

精 神 １  級 

32,400

25,200

32,400

25,200

32,400

7,305 

3,128 

1,125 

565 

361 

117,084,550

38,598,000

18,276,000

7,113,000

5,736,300

20 歳 未 満 

身 障 １・２級 

 〃  ３・４級 

 〃  ５・６級 

知 的 重  度 

 〃  中  度 

 〃  軽  度 

精 神 １  級 

 〃  ２  級 

 〃  ３  級 

44,400

32,400

25,200

44,400

32,400

25,200

44,400

32,400

25,200

391 

124 

44 

475 

274 

626 

9 

52 

20 

8,662,800

1,997,700

531,300

10,577,100

4,404,500

7,847,100

196,100

768,300

251,100

計   14,499 222,043,850
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５ 特定疾患者給付金 

⑴ 金    額   一人当たり  3万2,400円（年額） 

⑵ 対象疾患と受給者数（単位：人） 

受給者数 受給者数 

対 象 疾 患 
平 成 

24年度 

(2012) 

対 象 疾 患 
平 成 

24年度 

(2012) 

膿疱性乾癬 

広範脊柱管狭窄症 

原発性胆汁性肝硬変 

重症急性膵炎 

特発性大腿骨頭壊死症 

混合性結合組織病 

肺動脈性免疫不全症候群 

特発性間質性肺炎 

網膜色素変性症 

肺動脈性肺高血圧症 

神経線維腫症 

バッド・キアリ症候群 

慢性血栓塞栓性(肺高血圧症) 

ﾗｲｿｿﾞｰﾑ病（ﾌｧﾌﾞﾘｰ病含む） 

プリオン病 

亜急性硬化性全脳炎 

副腎白質ジストロフィー 

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

脊椎性筋萎縮症 

球脊椎性筋萎縮症 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎 

肥大型心筋症 

拘束型心筋症 

ミトコンドリア病 

リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ） 

重症多形滲出性紅斑(急性期) 

黄色靭帯骨化症 

間脳下垂体機能障害 

1 

3 

29 

0 

17 

18 

2 

1 

15 

1 

12 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

5 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

17 

ベーチェット病 

多発性硬化症 

重症筋無力症 

全身性エリテマトーデス 

ス モ ン 

再生不良性貧血 

サルコイドーシス 

筋萎縮性側索硬化症 

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 

特発性血小板減少性紫斑病 

結節性動脈周囲炎 

潰瘍性大腸炎 

大動脈炎症候群 

ビュルガー病 

天 疱 瘡 

背髄小脳変性症 

クローン病 

難治性肝炎のうち劇症肝炎 

悪性関節リウマチ 

パーキンソン病関連疾患 

アミロイドーシス 

後縦靱帯骨化症 

ハンチントン病 

モヤモヤ病 

ウェゲナー肉芽腫症 

特発性拡張型(うっ血性)心筋症 

多系統萎縮症 

表皮水泡症(接合部型及び栄養障害型)

15 

19 

34 

85 

5 

17 

48 

2 

59 

49 

15 

169 

14 

7 

7 

12 

33 

0 

0 

94 

2 

15 

0 

21 

5 

22 

4 

0 

計 887 
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６ 手当・給付金等 

区  分 対  象  者 

平成24年度

(2012年度)

支給金額 

対 象 者 数 支 給 額 創設年度

特 別 児 童 

扶 養 手 当 

中程度以上の障がいを有

する20歳未満の児童を監

護する父又は母、あるい

は養育者で所得限度額以

下の者 

月額 

重度障がい児

50,400円

中度障がい児

33,570円

重度障がい児 

397人

中度障がい児 

318人

(平成25(2013)3.31

現在) 

（府で支給） 
昭和39 

(1964) 

障 が い 児 

福 祉 手 当 

20歳未満の身障手帳１級

又は２級の一部、療育手

帳Ａの一部又は判定書の

最重度の者、身体の機能

の障がい又は長期にわた

る安静を必要とする症状

により上記と同程度以上

の者で所得限度額以下の

者 

月額 

14,280円

205人

(平成25(2013)3.31

現在) 

34,820,610円 

(平成24年度) 

(2012年度) 

昭和61 

(1986) 

特別障がい 

者 手 当 

20歳以上で身体障がい、

知的障がい又は精神障が

いなど心身に著しく重度

の障がいがあり日常生活

において常時特別の介護

を必要とする者で所得限

度額以下の者 

月額 

26,260円

231人

(平成25(2013)3.31

現在) 

71,857,660円 

(平成24年度) 

(2012年度) 

昭和61 

(1986) 

重度障がい者(児）

介 護 手 当 

重度の重複障がいを有す

る障がい者(児）を介護す

る者 

月額 

10,000円

153人

(平成25(2013)3.31

現在) 

（府で支給） 
昭和49 

(1974) 

 

７ 在日外国人重度障がい者給付金 

 昭和57年(1982年)１月１日以前に20歳に達していた重度障がい者の外国人で障がい基礎年金

等の受給資格のない者に支給する。 

  平成24年度(2012年度)  ０件  ０円（月額２万円） 

 

８ 福祉事業に係る診断料助成 

 心身障がい者（児）の施設入所、短期入所、特別障がい者手当等給付金、補装具等の申請に必

要な健康診断書（又は意見書）作成に要する文書料を市町村民税非課税世帯を対象に助成する。 

  平成24年度(2012年度)  36件 24万1,456円 
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９ ガイドヘルパーの派遣（移動支援） 

平成24年度(2012年度) 

利 用 実 人 数（人） 利 用 回 数（回） 活 動 時 間（時間） 

989 57,104 182,717 

 

10 ホームヘルパーの派遣（居宅介護等給付費の支給） 

 障がい者自立支援法における障がい者（児）や、難病患者のいる家庭にホームヘルパーを派遣

して必要な家事・身のまわりの世話等を行う。 

平成24年度(2012年度) 

 実派遣人数もしくは世帯数 延べ派遣日数（日） 延べ派遣時間（時間）

障 が い 者 992人 100,954 206,824 

難 病 患 者 3世帯 71 176 

 

11 補装具・日常生活用具の交付等 

⑴ 補装具・日常生活用具交付事業 

身体障がい者(児)の身体上の障がいを補うため補装具費の支給を、また日常生活の便宜を図

るために日常生活用具を交付する。 

 平成24年度(2012年度) 

補   装   具 日 常 生 活 用 具 

区  分 件 数(件) 金  額（円） 区  分 件 数(件) 金  額（円） 

成 人 交 付 

成 人 修 理 

児 童 交 付 

児 童 修 理 

318 

340 

178 

163 

31,557,540 

14,838,228 

24,922,699 

3,894,888 

成 人 支 給

児 童 支 給

6,733 

942 

73,831,153 

11,544,381 

計 999 75,213,355 計 7,675 85,375,534 

⑵ 身体障がい者自動車改造助成 

 低所得世帯に属する身体障がい者が就労等のため自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を

改造する必要があるものに対し、その費用について10万円を限度に補助する。 

   平成24年度(2012年度)  ７件 43万7,950円 

⑶ 身体障がい者自動車運転技能習得助成 

 身体障がい者が就労のため普通自動車運転免許を取得した際に要した費用について4万5,000

円を限度に補助する。 

   平成24年度(2012年度)  １件 ４万5,000円 
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 ⑷ 重度心身障がい者（児）介護人自動車運転技能習得助成 

 心身障がい者（児）の社会生活の向上を図るため、その介護者が普通自動車運転免許を取得

した際に要した費用について 4万5,000円を限度に補助する。 

   平成24年度(2012年度)  ３件 13万5,000円 

 ⑸ 福祉電話の貸与（市単独） 

 電話を所有しない低所得の重度身体障がい者のコミュニケーション及び緊急連絡手段の確保

等を図るため、架設料及び基本料を市で負担し、電話を貸与する。 

   平成24年度(2012年度)  13件 29万3,916円 

 ⑹ 重度障がい者福祉タクシー料金助成事業（市単独） 

 在宅の１・２級身体障がい者（児）のうち視覚・肢体（上肢のみは除く）・内部の障がい者（児）

と在宅の重度知的障がい者（児）・重度精神障がい者(児)に対して、吹田市と契約しているタク

シー会社のタクシー利用料金の中型車までの初乗運賃分のうち500円を上限とする利用券（１か

月４枚）を交付する。 

   平成24年度(2012年度)  利用枚数 ６万7,758枚 3,421万250円 

 

12 配食サービス事業 

 食事づくりが困難な在宅の重度の障がい者に対し、配食サービスを提供することにより、在宅

生活の支援を行う。 

  平成24年度(2012年度)  1,960食 88万7,200円 

 

13 住宅改造に対する助成 

 重度障がい者等の日常生活の利便を図るため、住宅を改造する費用について、50万円を限度に

補助する。 

   平成24年度(2012年度)  13件 587万5,989円 

 

14 施設等支援事業、日中活動重度障がい者支援 

 ⑴ 障がい者福祉施設支援費                   平成24年度(2012年度) 

対 象 人 員（人） 利 用 延 べ 日 数（日） 支 出 額 （円） 

1,557 275,015 2,567,562,313 
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⑵ 日中活動重度障がい者支援 

 通所型障がい福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労継続支援Ｂ型）を実施している

施設に対し、重度障がい者の処遇の向上と運営の円滑化を図るため、補助金を交付する。 

平成24年度(2012年度) 

対 象 人 員（人） 利 用 延 べ 日 数（日） 支 出 額 （円） 

481 96,119 204,456,045 

 

15 短期入所施設に対する助成 

 短期入所事業の推進を図るため、実施施設の運営費補助を行う。 

   平成24年度(2012年度)  常照園 1,400万円 

 

16 障がい者グループホーム運営助成事業 

 障がい者の地域社会での自立生活を支援するため、グループホームに対し補助する。 

  平成24年度(2012年度)  46か所 2,994万円 

 

17 ボランティア活動助成 

 手話通訳奉仕及び障がい児サマースクールを行うボランティア団体に対し、ボランティア活動

の振興を図るため活動費の補助を行う。 

  平成24年度(2012年度)は手話通訳奉仕14万9,800円、障がい児サマースクール１万1,200円の補

助金を交付した。 

 

18 聴覚障がい者団体代表者ファクシミリ設置事業 

 聴覚障がい者団体及びボランティア団体の代表者にファクシミリを設置及び貸与することに

より、市と聴覚障がい者等団体との意思疎通を図り、情報の収集、緊急時の相互連絡等を円滑に

行い、団体活動の育成を図る。 

 平成24年度(2012年度)  ３台 ８万9,657円 

 

19 点訳講習会、手話講習会、要約筆記者養成講座 

 手話や点訳講習会及び要約筆記者養成講座を開き、ボランティアの養成を図るとともに、聴

覚・視覚障がい者に対する理解を深める。 

  平成24年度(2012年度)  点訳講習会 33回 27万5,200円、手話講習会 137回 94万6,800円 

              要約筆記者養成講座 18回（基礎11回、応用７回） 32万1,000円 
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20 精神障がい者グループワーク事業 

 精神障がい者の閉じこもりを防止し、生活圏や生活経験の拡大を図り、社会参加意欲を向上さ

せるとともに対人関係の回復につなげる。 

  平成24年度(2012年度)  実施回数 47回  参加延べ人数 502人 

 

21 障がい者等相談支援事業 

 障がい者、障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等を供与することや、権

利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営む

ことができるよう支援する。 

  平成24年度(2012年度)  障がい者地域生活支援センター  ５か所 4,715万4,960円 

 

22 地域活動支援センター機能強化事業 

 障がい者等への創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等便宜を供与す

る地域活動支援センターの機能を充実強化し、障がい者等の社会参加と自立の促進を目指す。 

  平成24年度(2012年度)  ４か所 3,027万4,176円 

 

23 福祉のまちづくりのための都市施設整備要綱 

⑴ 目   的 不特定多数の市民が利用する公共及び民間の建築物、道路、公園等の都市施設

について、身体障がい者、高齢者、病弱者、身体に何らかのハンディキャップ

がある人が安全かつ容易に利用できる構造及び設備とするため必要な基準を

定め、建築主及び関係者の協力を得てこれを達成し、障がい者等の社会参加を

促進する。 

⑵ 施行年月日 昭和57年(1982年)５月１日 

⑶ 最 近 改 正 平成19年(2007年)８月２日 

 

 障害者支援交流センター（愛称：あいほうぷ吹田）  

 

施設の概要 

 位    置  千里万博公園12番27号 

 目    的  身体障がい者及び知的障がい者の自立と社会参加を支援し、あわせて市民相互 

の交流を図る。 

 敷 地 面 積  4,992.20㎡  建 築 面 積  2,627.18㎡  延 床 面 積  5,829.85㎡ 
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 構造・規模  鉄筋コンクリート造、地上３階地下１階建 

 主 な 施 設 

・生活介護施設（平成24年度(2012年度)利用者 延べ １万2,170人） 

 作業室、社会適応訓練室、日常生活訓練室、食堂、相談室、介助浴室、特殊浴室 

・障がい者短期入所施設（平成24年度(2012年度)利用者 延べ 3,283人） 

 短期入所室、宿直室、居間兼食堂 

・共用施設（平成24年度(2012年度)施設開放事業利用者 延べ7,921人） 

 研修室兼多目的ホール、団体ボランティア室、会議室、屋内プール、作業室、日常生活訓 

 練室、食堂、介助浴室 

 開設年月日  平成13年(2001年)５月１日 

 

 高 齢 者 福 祉  

 

１ 高齢者福祉施策の対象者 

60歳以上人口分布 

                               （各年国勢調査） 

年 月 日

年齢階層 

平成12(2000) 

10.1 

平成17(2005) 

10.1 

平成22(2010) 

10.1 

 

 60 ～ 64歳 

65 ～ 69 

70 ～ 74 

75 ～ 79 

80 ～ 84 

85 ～ 89 

90 ～ 94 

95 ～ 99 

 100 ～ 

20,407人

16,800 

11,991 

7,541 

4,530 

2,734 

1,044 

216 

29 

22,866人

19,293 

15,585 

10,675 

6,365 

3,226 

1,515 

420 

52 

26,646人 

21,561 

18,055 

14,043 

8,918 

4,613 

1,932 

601 

100 

 

6 5歳 以 上 人 口 44,885 57,131 69,823  

65歳以上人口比率 12.9％ 16.1％ 19.6％ 

 

２ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 高齢化のピークを迎える時期を見据え、超高齢社会の諸問題に対応するため、平成26年度(2014

年度)を目標年数とする「第５期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を平成24年(2012

年)３月に策定した。本計画では、「吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例」を理念とし、

「第４期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に引き続き「健やかに安心・安全に暮

らせるまちづくり」を本市の将来像としながら、４つの基本目標と本計画期間中に重点的に取り

組む５つの項目を設定し、地域包括ケアを推進する。 
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⑴ 基本目標 

ア いきいき暮らす 

 高齢者が生きがいを持ち、積極的に自らの経験と知識を活かし、役割を果たして暮らして

いけるまちづくりをめざす。 

イ 元気に暮らす 

 高齢者が健やかで、はつらつと生きるために、積極的な健康づくりに取り組み、心身の状

態の維持改善を目的とした介護予防を推進する。 

ウ 安心して暮らす 

 高齢者が介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域や家庭で安心して生活が送れ

るように、保健・福祉及び介護サービスの充実に努める。 

エ 支えあって暮らす 

 高齢者が、尊厳を持ちながら住み慣れた地域で安心安全に暮らし続けられるように、相談

体制を充実し、地域全体で支えあう体制づくりや、まちづくりを推進する。 

⑵ 重点項目 

ア 介護予防の推進 

イ 認知症高齢者支援の推進 

ウ 介護保険サービスの充実 

エ 多様な生活支援サービスの推進 

オ 安心して住み続けられる住環境の充実 

 

３ 地域包括支援センター 

 地域包括支援センターは、平成17年(2005年)の介護保険法の改正で平成18年(2006年)４月から、

地域で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、医療等さまざまな面から総合的に支えるために設け

られた。 

 地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が配置され「地域支

援事業」のうちの「包括的支援事業」を地域において一体的に実施している。また、介護保険に

おける予防給付の対象となる要支援者に対する介護予防サービス計画等を行う指定介護予防支

援の業務も地域包括支援センターの行う業務として実施している。 
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名    称 所  在  地 

吹田市高齢支援課 

（南吹田地域包括支援センター） 
泉町１丁目３番40号 

吹田市立総合福祉会館 

（片山地域包括支援センター） 

（千里山東・佐井寺地域包括支援センター） 

出口町19番２号 

吹田市千里ニュータウン地域保健福祉センター 

（南千里地域包括支援センター） 
津雲台１丁目２番１号 

吹田市立内本町地域保健福祉センター 

（吹一・吹六地域包括支援センター） 
内本町２丁目２番12号 

吹田市立亥の子谷地域保健福祉センター 

（山田地域包括支援センター） 
山田西１丁目26番20号 

吹田市古江台・青山台地域包括支援センター 古江台３丁目９番３号 

吹田市津雲台・藤白台地域包括支援センター 津雲台４丁目７番２号 

吹田市千里丘地域包括支援センター 長野東12番32号 

吹田市千里山西地域包括支援センター 千里山西１丁目41番15号 

吹田市岸部地域包括支援センター 岸部北１丁目24番２号 

吹田市吹三・東地域包括支援センター 幸町22番５号 

吹田市豊津・江坂地域包括支援センター 江坂町４丁目20番１号 

 

４ 在宅福祉サービス事業 

⑴ 高齢者日常生活用具給付等事業 

 事業開始年度  昭和51年度(1976年度) 

 給付４品目、貸与１品目。品目ごとに利用要件が異なる。世帯状況等により自己負担が必要。 

対象用具 緊急通報装置（給付）、電磁調理器（給付）、自動消火器（給付）、 

     火災警報器（給付）、高齢者用電話（貸与） 

   平成24年度(2012年度)利用状況 

対 象 用 具 件  数 

緊 急 通 報 装 置 184 

電 磁 調 理 器 38 

自 動 消 火 器 1 

火 災 警 報 器 0 

高 齢 者 用 電 話 13 
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⑵ 緊急通報システム事業 

 事業開始年度  平成３年度(1991年度) 

 おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、寝たきりの高齢者の属する高齢者世帯を対象と

し、緊急時に電話回線を通じ委託業者と対象者宅を結ぶもので、ペンダント型送信機のボタン

や装置に組み込まれた非常ボタンを押すと委託業者の緊急通報受信センターに自動的に連絡さ

れる。 

 なお、平成６年(1994年)４月からは、高齢者と同居している者が就労又は就学等により外出

するため、昼間高齢者のみとなる世帯も対象とした。 

⑶ 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業 

 事業開始年度  昭和51年度(1976年度) 

 寝たきり等の理由により、寝具乾燥を行うことが困難な低所得のおおむね65歳以上の高齢者

を対象に、年４回実施してきたが、平成４年(1992年)４月から年６回、また、同年12月から月

１回に回数増を図った。さらに平成５年(1993年)４月から年２回の水洗いを実施し、同時に所

得制限を撤廃して一部有料制とした。（水洗いについては平成22年(2010年)４月から廃止） 

平成24年度(2012年度)延べ実施件数   4,119件 

⑷ 配食サービス事業 

 事業開始年度  平成９年度(1997年度) 

 在宅で食事づくりが困難な、おおむね65歳以上の高齢者に週１～７回食事を届ける。対象は

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯等。栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、訪問に

よって安否の確認を行う。自己負担は１食450円。 

平成24年度(2012年度)延べ配食数  125,659食 

⑸ 徘徊高齢者家族支援サービス事業 

事業開始年度  平成13年度(2001年度) 

 徘徊の見られる認知症の高齢者を介護している家族が対象。位置検索システムの専用端末機

を貸し出し、徘徊高齢者に携帯させることにより、行方が分からなくなったときに位置検索シ

ステムにより徘徊高齢者の位置を特定し、それを家族に連絡することによって、高齢者の安全

の確保を図り、家族が安心して生活できるようにする。世帯状況等により自己負担が必要。検

索料は全額自己負担。 

平成24年度(2012年度)延べ利用者数  304人 

⑹ 高齢者訪問理美容サービス事業 

事業開始年度  平成15年度(2003年度) 

 加齢による心身の機能低下等により、自力又は介助によって理髪店又は、美容室に出向くこ

とが困難な在宅で生活するおおむね65歳以上の高齢者が対象。介護保険の要介護４又は要介護
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５に該当していることが必要。理・美容師が直接自宅を訪問して理髪又は美容を実施する。理

髪料、美容料は全額自己負担。 

平成24年度(2012年度)延べ利用件数  22件 

⑺ 高齢者家具転倒防止器具設置助成事業 

事業開始年度  平成19年度(2007年度) 

転倒防止器具を自力で取り付けできない65歳以上の高齢者世帯に対し、転倒防止器具の設置

費用を助成する。市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯であって、介護保険で要支援・要介

護と認定された65歳以上の高齢者のみで構成される世帯が対象。 

平成24年度(2012年度)延べ利用件数   ３件 

⑻ 街かどデイハウス事業 

事業開始年度  平成11年度(1999年度) 

 街かどデイハウス事業（小規模で家庭的な雰囲気の施設において、健康体操、健康チェック、

給食、介護予防活動、レクリエーションなどのサービスを提供する通所サービス事業）を実施

する民間非営利団体等を対象に、補助金を交付する。 

平成24年度(2012年度)補助対象団体     10か所 

             延べ利用者数   18,925人 

⑼ 診断料助成事業 

 事業開始年度  昭和60年度(1985年度) 

 本市に居住する人を対象（生活保護受給者を除く）に介護老人福祉施設等の入所時等に係る

診断料の一部助成を実施。 

平成24年度(2012年度)延べ助成件数  892件  1,236万9,421円 

 

５ 福祉の措置等事業 

平成24年度(2012年度)  

施 設 名 
措 置 人 員（人）

(平成25年(2013年)３月末現在)
年延べ措置者数（人） 措  置  費（円）

養護老人ホーム 55 668 112,071,511 
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６ 老人医療 

 ⑴ 老人医療費給付制度 

 昭和58年(1983年)２月１日から老人保健法に基づく医療費の給付を70歳以上及び65歳～69歳

で一定の障がいのある高齢者等を対象に特別会計を設け実施した。対象者の年齢は、平成14年

(2002年)10月に70歳から75歳に引き上げられた。平成20年(2008年)４月より老人医療費給付制

度は後期高齢者医療制度に変わった。 

年  度

区  分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

診  療  月 ３月～翌年２月 同 左 同 左 

対象者数（年間延べ）Ａ 

受診件数      Ｂ 

医療費総額(円)   Ｃ 

給 付 額(円)   Ｄ 

0

573

38,425,709

35,549,399

0

0

△28,560

△25,707

0 

0 

0 

0 

 支 払 基 金 交 付 金

国 庫 支 出 金

府 支 出 金

一 般 会 計 繰 入 金

8,632,701

6,631,495

1,657,875

1,657,681

－

－

－

―

－ 

－ 

－ 

― 
 

分 

 

析 

             Ｂ 

受  診  率   ―(％)

                Ａ 

 

        Ｃ 

１件当たり医療費―(円)

        Ｂ 

 

        Ｄ 

１人当たり給付額―(円)

        Ａ 

67,061 ―

―

 

 

 

 

 

― 
 

 

 

― 
               （平成20年度(2008年度)以降は月遅れ請求分の数字） 

               平成23年度(2011年度)は医療費の支払がなく返還のみ 

 

財
源
内
訳(

円)
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 ⑵ 老人医療費助成状況 

年  度

区  分 

平成22 

(2010) 

平成23 

(2011) 

平成24 

(2012) 

診  療  月 3月～翌年2月 同 左 同 左

 府 

市 

計 

0

24,783

24,783

0

23,678

23,678

0

24,058

24,058

  Ｂ 延べ助成件数(件) 45,644 44,298 44,599

  Ｃ 医療費総額(円) 991,757,092 990,971,720 985,332,833

 
府 

市 

計 

15,623

142,852,948

142,868,571

7,594

134,579,185

134,586,779

3,250

134,801,131

134,804,381

 

 

 

府 補 助 金

一 般 財 源

4,465

142,864,106

3,646

134,583,133

0

134,804,381

 

 

 

 

 

 

 

 

  分 
 

 

 

析 

 

Ｂ 

受 診 率  ─(％) 

     Ａ 

 

     Ｃ 

1件当たり医療費─(円) 

     Ｂ 

 

     Ｄ 

1人当たり助成額─(円) 

     Ａ 

184.2

21,728

5,765

187.1

22,371

5,684

185.4

22,093

5,603

 
 

Ａ 

対

象

者

数

(

年
間
延
べ) 

医
療
費
総
額

に
対
す
る
助

成
額
Ｄ(

円)

助
成
額
の
財

源
内
訳(

円)
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経 

 

 

過 

昭和47年(1972年)１月１日 市65歳以上（所得制限なし）、府70歳以上（所得制限） 

 〃 48年(1973年)１月１日 国70歳以上（所得制限）、府67歳以上（所得制限） 

 〃 49年(1974年)３月１日 府65歳以上（所得制限） 

 〃 53年(1978年)10月１日   〃  （所得制限を強化） 

 〃 58年(1983年)２月１日 老人保健法施行、一部負担金制度実施 

 〃 60年(1985年)４月１日 社会保険各法の被保険者（附加給付制度のある保険加入者本人を除く）

             に対して医療費助成実施 

平成10年(1998年)11月１日 府65歳以上（所得制限を強化） 

 〃 12年(2000年)８月１日 市65 〃 （所得制限を導入） 

 〃 16年(2004年)11月１日 附加給付のある社会保険被保険者本人を対象に加える 

             府制度：新たに65歳になる市民税非課税世帯の者を対象外とし、特定疾

                 患者、精神・結核公費医療受給者等で一定所得以下の者を対象

                 として継続 

             市制度：府が対象外とした市民税非課税世帯の者を市単独で対象として

継続 

〃 17年(2005年)４月１日 市制度：市単独で上乗せしていた所得150万円以下世帯の者を対象外と

し、市民税非課税世帯の者を対象として医療費助成を継続 

 〃 18年(2006年)８月１日 府制度：昭和14年(1939年)10月31日以前生まれの者のうち、老年者非課

税措置廃止に伴う経過措置として、住民税が軽減される者で構

成される世帯に属する者を、70歳になる月末まで（１日生まれ

の方は前月末まで）対象に加える 

 〃 20年(2008年)４月１日 府制度：一部負担金相当額等一部助成制度の公費番号化に伴い、特定疾

患者、精神・結核公費医療受給者等で一定所得以下の者を対象

外とする 

 〃 21年(2009年)11月１日 府制度：府制度が終了し市単独制度となった 

 〃 25年(2013年)８月１日 市単制度もすべて終了 

  

 

 ⑶ 一部負担金相当額等一部助成制度 

 昭和58年(1983年)２月１日から老人医療受給者で市民税非課税世帯の者及び重度障がい者等

を対象に一部負担金相当額等の助成を実施した。（府制度により実施） 

 昭和58年(1983年)９月１日からは、対象範囲を拡大し、均等割のみ課税世帯の者及び中度障

がい者（身体障がい者のうち３・４級の者と知的障がい者のうち中度Ｂ１と判定された者）に

ついても助成することにした。（市単独） 
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 平成12年(2000年)８月１日から大阪府が市民税非課税世帯の者を対象から外したが、市単独

で制度を継続し助成を実施した。 

 平成13年(2001年)８月１日から重度障がい者等（府制度）及び中度障がい者等（市単独制度）

に対象者の見直しを行い助成を実施した。 

 平成16年(2004年)11月１日から一部自己負担金（一医療機関ごとに一日500円、月２日まで）

を導入した。同日から大阪府が所得制限を強化したが、市単独で所得制限なしを継続し実施し

た。 

 平成17年(2005年)４月１日から府基準と同様の所得制限を導入した。 

 平成18年(2006年)７月１日から一部自己負担金を同じ月内に2,500円を超えて負担した場合、

超えた額を申請により返金する制度を導入した。 

 平成20年(2008年)４月１日から公費番号化された。 

 平成25年(2013年)８月１日から中度障がい者（市単独制度）の所得制限を全て非課税世帯の

者とした。 

 

 一部負担金相当額等一部助成状況調べ 

年  度

区  分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

診  療  月 ３月～翌年２月 同 左 同 左 

対 象 者 数 

Ａ 

府

市

計

44,303

33,582

77,885

45,735

34,552

80,287

48,231

35,297

83,528

助 成 件 数 

Ｂ 

府

市

計

122,278

101,395

223,673

129,238

104,471

233,709

138,131

108,216

246,347

助  成  額 ( 円 ) 

Ｃ 

府

市

計

405,807,510

221,187,561

626,995,071

425,180,686

228,667,170

653,847,856

437,808,749

235,615,092

673,423,841
内財 

訳源 

(円) 

府 補 助 金

一 般 財 源

205,216,336

421,778,735

179,394,252

474,453,604

217,811,201

455,612,640

 

 

 

 

分 

 

析 

        Ｂ 

受  診  率   ―(％)

        Ａ 

 

        Ｃ 

１件当たり助成額―(円)

        Ｂ 

 

        Ｃ 

１人当たり助成額―(円)

        Ａ 

287.2

2,803

8,050

291.1

2,798

8,144

294.9

2,734

8,062
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７ いきがい対策事業 

⑴ 高齢クラブ活動に助成 

ア 高齢クラブ組織数  平成25年(2013年)４月１日現在 

    高齢クラブ数 227クラブ 高齢クラブ会員数 1万5,010人 

 高齢クラブ連合会加盟 高齢クラブ数 225クラブ、高齢クラブ会員数 1万4,905人 

イ 運営補助 平成24年度(2012年度) 

 連合会（年額） 159万9,720円、  単位クラブ（１クラブ年額） 5万7,600円 

⑵ 高齢者関係団体用福祉バス 

高齢者関係団体に対して、高齢者福祉事業の振興と高齢者福祉の増進を図るため、福祉バス

を貸付ける。 

⑶ いきがい教室の開催 

 趣味の教室への参加を通じ高齢者の生きがいを充実させ、友達づくりを図り、もってその生

活を健康で豊かなものにするため各種教室を開催している。 

開催教室  水彩画、カラオケ、日本舞踊、手編み、健康ヨガ、書道、民謡、コーラス、ア

レンジメントフラワー、ストレッチ体操、俳句、陶芸、詩吟、パッチワーク、硬

筆・書写、クレイクラフト、フラダンス、英会話、パソコン 

開催場所  総合福祉会館、シルバーワークプラザ、高齢者生きがい活動センター、男女共

同参画センター、青少年クリエイティブセンター 

⑷ 高齢者友愛訪問活動の実施 

 高齢者の孤独感を解消し、地域社会との交流を深め、生きがいを高めるため、寝たきり高齢

者、ひとり暮らし高齢者の日常生活の状況把握などを行い、適切な助言又は連絡を必要とする、

75歳以上の方及び75歳以上の高齢者世帯や、65歳から74歳までの寝たきりや、ひとり暮らしで

声掛けや見守りが必要な方を訪問し激励する。 

友愛訪問者数  平成24年度(2012年度) 

寝 た き り 高 齢 者  157人   高齢者世帯 882世帯 

ひとり暮らし高齢者 2,855人   そ の 他  39人 

⑸ ふれあい交流サロンに助成 

   高齢者から乳幼児までの市民が、気軽に利用できる世代間交流の場と高齢者の引きこもり対

策事業の実施拠点となるふれあい交流サロンの運営団体に助成している。 

⑹ 高齢者いこいの間 

 高齢者の文化・教養の向上、レクリエーション等、高齢者が気軽に憩える場所として各地区

に設けるもので、現在35地区に開設されている。 

 設置の態様から分類すると、公民館等併設型21か所、市民ホール利用型８か所、民有施設補

助型１か所、単独型５か所となっている。 
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 地区別高齢者いこいの間設置状況 

地   区   別 

高齢クラブ連合会 
学 区 別 施   設   名 開 設 年 月 日 

吹 一 小 吹一地区高齢者いこいの間 昭和45年(1970年)４月１日 
吹 一 吹 六 

吹 六 小 吹六地区    〃  〃 56年(1981年)５月１日 

吹 二 吹 二 小 吹二地区    〃  〃 56年(1981年)１月５日 

吹 三 吹 三 小 吹三地区    〃  〃 55年(1980年)11月１日 

東 東 小 東 地 区    〃  〃 51年(1976年)12月10日 

吹 南 吹 南 小 吹南地区    〃  〃 51年(1976年)12月10日 

片 山 片 山 小 片山地区    〃  〃 59年(1984年)５月１日 

千 一 千 一 小 千一地区    〃  〃 50年(1975年)４月１日 

千 二 千 二 小 千二地区    〃  〃 55年(1980年)５月１日 

五 月 が 丘 東佐井寺小 東佐井寺地区  〃  〃 61年(1986年)５月１日 

佐 井 寺 佐 井 寺 小 佐井寺地区   〃  〃 62年(1987年)５月１日 

千 三 千 三 小 千三地区    〃  〃 54年(1979年)５月１日 

千 新 千里新田小 千里新田地区  〃  〃 62年(1987年)５月１日 

山 手 山 手 小 山手地区    〃  〃 52年(1977年)４月１日 

豊 一 豊 一 小 豊一地区    〃  〃 51年(1976年)12月１日 

豊 二 豊 二 小 豊二地区    〃  〃 56年(1981年)５月１日 

江 坂 大 池 江坂大池小 江坂大池地区  〃  〃 60年(1985年)５月１日 

岸 一 小 岸一地区    〃  〃 55年(1980年)５月１日 
岸 部 

岸 二 小 岸二地区    〃 〃 

 

地   区   別 

高齢クラブ連合会 
学 区 別 施   設   名 開 設 年 月 日 

山 一 山 一 小 山一地区    〃 昭和51年(1976年)10月１日 

北 山 田 北 山 田 小 北山田地区   〃  〃 61年(1986年)５月１日 

山 二 小 山二地区    〃  〃 51年(1976年)10月１日 
山 二 

東 山 田 小 東山田地区   〃  〃 58年(1983年)５月１日 

山 三 小 山三地区高齢者いこいの間 昭和53年(1978年)２月１日 
山 三 

山 五 小 山五地区     〃 平成元年(1989年)５月１日 

南 山 田 南 山 田 小 南山田地区    〃 昭和55年(1980年)５月１日 

西 山 田 西 山 田 小 西山田地区    〃  〃 57年(1982年)５月１日 

佐 竹 台 佐 竹 台 小 佐竹台地区    〃  〃 51年(1976年)10月21日 

高 野 台 高 野 台 小 高野台地区    〃  〃 51年(1976年)７月21日 

津 雲 台 津 雲 台 小 津雲台地区    〃  〃 51年(1976年)10月21日 

桃 山 台 桃 山 台 小 桃山台地区    〃  〃 51年(1976年)７月21日 

竹 見 台 千里たけみ小 竹見台地区    〃  〃 51年(1976年)８月21日 

古 江 台 古 江 台 小 古江台地区    〃 〃 

藤 白 台 藤 白 台 小 藤白台地区    〃 昭和51年(1976年)７月21日 

青 山 台 青 山 台 小 青山台地区    〃  〃 51年(1976年)10月21日 
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⑺ 高齢者いこいの家 

位   置  岸部中１丁目24番11号 

敷 地 面 積  1,515.37㎡ 

延べ床面積   449.26㎡ 

構造・規模  鉄筋コンクリート造平屋建 

開設年月日  昭和63年(1988年)１月22日 

        （増改築供用開始年月日 平成13年(2001年)２月１日） 

利用対象者  おおむね60歳以上の者 

設 置 目 的  高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を提 

        供し、高齢者の相互交流と社会参加を促進するとともに、高齢者の自立支 

        援を図り、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

⑻ 在日外国人高齢者給付金 

 在日外国人で、年金制度上の理由により､国民年金の老齢年金等を受給できない高齢者に支給 

支給人数  平成24年度(2012年度)  ８人 

 

８ 敬老事業 

⑴ 地区敬老行事（地区敬老行事運営委員会主催） 

 75歳以上の方を対象に、９月から10月に各地区で、地区敬老行事を開催する。 

  平成24年度(2012年度)  参加者２万3,785人（25地区）  

⑵ 長寿祝賀事業 

 100歳以上の高齢者の代表者を市長が訪問する。また、100歳以上の方等に記念品やお祝状を

贈呈する。 

平成24年度(2012年度)  記念品贈呈件数  111件 

⑶ 寿祝品の贈呈 

 市内に居住し、米寿（88歳）、白寿（99歳）を迎える方 

平成24年度(2012年度)  贈呈件数  米寿 904件  白寿 71件 

 

９ 高齢者生きがい活動センター事業 

 高齢者生きがい活動センター 

位    置  津雲台１丁目２番１号（千里ニュータウンプラザ５階） 

延 べ 床 面 積  464.42㎡（高齢者生きがい活動センター分） 

構 造 ・ 規 模  鉄骨鉄筋コンクリート造 

開 設 年 月 日  平成24年(2012年)９月３日 
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利 用 対 象 者  60歳以上の市民、おおむね10人以上で構成する市内の高齢者関係団体 

設 置 目 的  高齢者が健康や福祉、生きがいづくりに関する情報を得ることや、いきが

い教室等を受講することにより、教養を深め、また、相互に交流すること

で、仲間づくりや世代間交流をはかり、生きがいづくりをすすめる拠点施

設とすることを目的とする。 

 

10 高齢者見守り支援事業 

 ⑴ 救急医療情報キット配布事業 

 事業開始年度 平成24年(2012年)３月 

 おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で希望者に対し、救急医療情報キットを配布する。

かかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先等の情報をキットに入れ、自宅の冷蔵庫に保

管しておくことで、万一の緊急時に備える。緊急時には、救急隊員がキットの情報を確認し、

より的確な救命活動を行う。 

 平成24年度(2012年度) 延べ申請者数 7,505人 

 ⑵ 高齢者支援事業者との連携による見守り事業 

 事業開始年度 平成24年(2012年)３月 

 高齢者と関わりのある地域の様々な業種の事業者と連携し、ひとり暮らし高齢者等を地域全

体で支援し、見守る体制をつくる。事業者が日常業務の範囲内でひとり暮らし高齢者等の異変

に気づいた場合に、地域包括支援センターに連絡することにより、早期に問題を発見し、効果

的な支援へつなげる。 

 平成24年度(2012年度) 延べ登録事業者数 250団体 

 ※本事業は、「徘徊高齢者SOSネットワーク事業」と連携して実施している。 

 

 介 護 保 険  

 

１ 第１号被保険者数 

各年度末現在 

区  分 

 年 
人    口 第１号被保険者数（人） 第１号被保険者割合（％）

  平成22(2010) 

   〃 23(2011) 

   〃 24(2012) 

352,173 

354,053 

356,768 

69,242 

71,659 

75,619 

19.66 

20.24 

21.20 
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２ 保 険 料（第１号被保険者） 

 ⑴ 所得段階別保険料額 

所 得 段 階 基 準 と な る 内 容 保険料率 

平成24～26年度

(2012～2014年度)

保険料額(年額)

第 １ 段 階 

⑴生活保護を受給している方又は 

⑵本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、

本人が老齢福祉年金を受給している方 

基準額 

×0.50 
31,144円 

第 ２ 段 階 

本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、課

税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円

以下の方 

基準額 

×0.50 
31,144円 

第３-１段階 

本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、課

税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円

以下の方 

基準額 

×0.70 
43,601円 

第 ３ 段 階 
本人を含め世帯全員が市町村民税非課税で、上

記以外の方 

基準額 

×0.725 
45,159円 

第４-１段階 

本人が市町村民税非課税で、他の世帯員の中に

市町村民税課税者がいる方で、課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円以下の方 

基準額 

×0.875 
54,502円 

第 ４ 段 階 
本人が市町村民税非課税で、他の世帯員の中に

市町村民税課税者がいる方で、上記以外の方 
基準額 62,287円 

第 ５ 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が125万円未満の方 

基準額 

×1.125 
70,073円 

第 ６ 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 

基準額 

×1.25 
77,859円 

第 ７ 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 

基準額 

×1.50 
93,431円 

第 ８ 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 

基準額 

×1.60 
99,660円 

第 ９ 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 

基準額 

×1.70 
105,888円 

第 10 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 

基準額 

×1.85 
115,231円 



－ －217
 

－217－

所 得 段 階 基 準 と な る 内 容 保険料率 

平成24～26年度

(2012～2014年度)

保険料額(年額)

第 11 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 

基準額 

×2.00 
124,574円 

第 12 段 階 

本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

の方 

基準額 

×2.15 
133,918円 

第 13 段 階 
本人が市町村民税を課税されていて 

合計所得金額が1,500万円以上の方 

基準額 

×2.30 
143,261円 

 

⑵ 徴収方法 

特別徴収  公的年金から徴収 

普通徴収  保険料納付義務者が指定金融機関に払い込む 

⑶ 保険料収納状況 

区 分 

年 度 
種  別 調定額(円) 収納額(円) 収納率(％) 

特 別 徴 収 分 

普 通 徴 収 分 

3,135,757,832 

424,450,762 

3,135,757,832 

371,418,627 

100.0 

87.5 

計 3,560,208,594 3,507,176,459 98.5 
平成22(2010) 

滞 納 繰 越 分 119,954,965 12,950,660 10.8 

特 別 徴 収 分 

普 通 徴 収 分 

3,200,816,412 

429,569,742 

3,200,816,412 

377,224,561 

100.0 

87.8 

計 3,630,386,154 3,578,040,973 98.6 
 〃 23(2011) 

滞 納 繰 越 分 112,953,995 11,343,512 10.0 

特 別 徴 収 分 

普 通 徴 収 分 

4,005,422,849 

624,070,776 

4,005,422,849 

556,056,634 

100.0 

89.1 

計 4,629,493,625 4,561,479,483 98.5 
 〃 24(2012) 

滞 納 繰 越 分 111,316,651 9,694,534 8.7 
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５ 低所得者等の利用者負担の軽減 

⑴ 訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業 

事業開始年度 平成12年度(2000年度) 

 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額

が０円となっている者であって、平成18年(2006年)４月１日以降に次のいずれかに該当するこ

ととなったもの。 

ア 65歳到達以前のおおむね１年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス（居宅介護の

うち身体介護及び家事援助をいう。）を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護

保険の対象者となったもの。 

イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態と

なった40歳から64歳までの者。 

 上記対象者の軽減後の利用者負担額割合は０％（全額免除）とする。 

⑵ 居宅サービスに係る利用者負担額の助成事業 

事業開始年度 平成12年度(2000年度) 

 居宅サービスの利用をした人で高額介護サービス費等に該当するまでの利用者負担額25％を

助成する。軽減の対象者は次の五つの要件を全て満たす人。 

ア 市民税世帯非課税者（生活保護受給者を除く） 

イ 世帯収入の合計額が120万円（２人以上の世帯の場合は、２人目から１人につき48万円を加

算した額）以下であること 

ウ 他の世帯に属する者の扶養を受けていないこと 

エ 世帯の預貯金等の合計額が350万円以下であること 

オ 自己の居住用以外に活用できる不動産を所有していないこと 

⑶ 社会福祉法人等による利用料負担の軽減措置に伴う助成事業 

  事業開始年度 平成12年度(2000年度) 

 軽減を申し出た社会福祉法人等の行うサービスに限り、利用者負担額、食費及び居住費が軽

減される制度。 

軽減の対象者・内容 

ア 市民税世帯非課税者であって、次の五つの要件を全て満たす人のうち、その人の世帯状況、

利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市が認めた人 

  （ア）年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるごとに50万円を加算した額以下

であること 

  （イ）預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が１人増えるごとに100万円を加算した額

以下であること 
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  （ウ）日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

  （エ）負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

  （オ）介護保険料を滞納していないこと 

   軽減の内容は、原則として、１割負担分、居住費、食費の４分の１が軽減される。 

イ 生活保護受給者及び支援給付受給者であって、市が認めた人 

  軽減の内容は、ユニット型居住費（滞在費）の全額のみ。 

⑷ 実施状況 

                               （単位：円） 

訪問介護助成 居宅サービス等助成 社会福祉法人減額 区  分 

年  度 件数 金  額 件数 金  額 法人数 金  額 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

12 

12 

12 

15,852

15,852

16,457

33,931

38,948

27,173

75,163,718

87,267,921

62,216,483

２

２

２

61,878 

45,895 

32,117 

 

６ 介護予防事業 

 要介護状態等となるおそれの高い65歳以上の高齢者等を対象として、要介護状態等となるのを

予防することを通じて、ひとりひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生

きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援する。 

⑴ 介護予防普及啓発事業 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

地区福祉委員会主催のいきいきサロンや自治会、高齢者のサークル等からの依頼に基づき、

地域に出向いて、転倒予防等介護予防に関する講座を開催する。 

また、認知症予防や口腔機能向上等の講演会を実施する。 

平成24年度(2012年度) 介護予防講座延べ参加者数 4,877人 

⑵ 地域介護予防活動支援事業 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

ボランティア育成のための研修会や地域で介護予防に関連した活動を行っている市民グルー

プ等に対し、職員を派遣して実技指導を行ったり、会場の提供を行う。 

平成20年度(2008年度)から、地域で高齢者自らが積極的な介護予防の取り組みが行えるよう

支援する「介護予防推進員」養成講座を開催している。 

また、平成21年度(2009年度)からは、65歳以上の方が社会参加・地域貢献をすることで、高

齢者自身の健康増進と介護予防推進を目的とした「介護支援サポーター事業」を行っている。 

平成24年度(2012年度)介護支援サポーター新規登録者数 59人 
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⑶ 二次予防事業対象者把握事業 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

介護保険法の規定による認定を受けていない65歳以上の方に対して生活機能評価を行い、二

次予防事業対象者を把握する。 

平成24年度(2012年度)対象者把握数 1,641人 

⑷ 訪問型介護予防事業 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

心身の状況等により、通所形態による事業への参加が困難な方を対象に保健師等が居宅を訪

問し必要な相談・指導を実施する。また、訪問、電話、文書等で、状況把握、二次予防事業へ

の参加勧奨を行う。 

平成24年度(2012年度)状況把握、二次予防事業参加勧奨の訪問、電話等件数 1,641件 

⑸ 通所型介護予防事業 

ア 運動器の機能向上 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

足腰の衰えや、転倒の不安がある等、運動器の機能が低下している対象者に対して、理学

療法士や体育指導員等がストレッチやチューブ等を用いた運動等を実施する。 

平成24年度(2012年度)延べ参加者数 3,133人 

イ 栄養改善 

事業開始年度 平成19年度(2007年度) 

体重の減少等低栄養状態にある対象者に対して、管理栄養士、保健師等が集団指導を実施

する。 

平成24年度(2012年度)延べ参加者数 68人 

ウ 口腔機能向上 

事業開始年度 平成19年度(2007年度) 

硬いものが食べにくい、むせる等口腔機能が低下している対象者に対して、歯科衛生士等

が摂食・嚥下機能訓練、口腔清掃の指導を実施する。 

平成24年度(2012年度)延べ参加者数 102人 

 

７ 包括的支援事業・任意事業 

 高齢者が自宅や住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、保健、医療、福祉に関す

るサービスを総合的に提供する。また、地域の実情に応じた、各種の事業を行う。 
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⑴ 介護予防ケアマネジメント業務 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

二次予防事業対象者が要介護状態等となることを予防するため、個々の対象者の心身の状況、

その置かれている環境その他の状況に応じて支援を行う。 

平成24年度(2012年度)実施件数 205件 

⑵ 総合相談支援業務 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域におけ

る適切な保健・医療・福祉サービス機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 

平成24年度(2012年度)実施件数 7,978件 

⑶ 権利擁護業務 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待対応、困難事例への

対応、消費者被害の防止等を行う。 

平成24年度(2012年度)実施件数 789件 

⑷ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

事業開始年度 平成18年度(2006年度) 

ブロック別地域ケア会議の開催、ケアマネ懇談会の開催、ケアマネジャーに対する日常個別

指導、相談、支援困難事例等の助言・支援を行う。 

平成24年度(2012年度)実施件数 911件 

⑸ 介護用品支給事業 

事業開始年度 平成13年度(2001年度) 

介護保険で要介護４又は５と認定されたおむつを使用している65歳以上の高齢者を、在宅で

介護している家族が対象。高齢者及び家族全員が市民税非課税世帯（生活保護受給世帯は対象

外）に属していることが必要。おむつ又は尿取りパット代として１か月当たり6,250円分の給付

券を交付する。 

平成24年度(2012年度)延べ利用件数 1,049件 

⑹ 高齢者・介護家族電話相談事業 

事業開始年度 平成24年度(2012年度) 

高齢者やその介護家族からの介護・健康・医療等に関する相談を、夜間及び土、日、祝日に

ついては24時間、専門の相談員が電話で受け付ける。 

平成24年度(2012年度)延べ相談件数 128件 
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⑺ 成年後見制度利用支援事業 

事業開始年度 平成13年度(2001年度) 

判断が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者で、配偶者及び二親等内の親族が

いない人、又は親族がいても音信不通の状態である人が対象。市が家庭裁判所に審判の申立て

を行う。申立てに係る費用については、市が後見人等に請求する場合がある。平成21年(2009

年)４月から、判断が十分でない低所得の高齢者で、本人又は同居の親族が申立てを行う場合に

ついても、申立費用や後見人等の報酬を助成する。 

平成24年度(2012年度)延べ助成件数 11件 

⑻ 認知症サポーター養成事業 

事業開始年度 平成22年度(2010年度) 

認知症になっても誰もが安心して生活できるまちづくりを目指して、認知症の人や家族を支

援する認知症サポーター並びに認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイト

を養成する。 

平成24年度(2012年度)認知症サポーター養成数 1,128人 キャラバン・メイト養成数 41人 

⑼ 徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 

事業開始年度 平成23年度(2011年度) 

認知症高齢者等が徘徊行動により行方不明になった場合に備えて、早期発見ができるネット

ワークの構築及び運用を図ることにより、徘徊高齢者等の迅速な安全確保と、その家族の精神

的負担の軽減を図る。 

平成24年度(2012年度)登録事業者数 240事業者 

※本事業は、「高齢者支援事業者との連携による見守り事業」と連携して実施している。 

⑽ 介護相談員派遣事業 

事業開始年度 平成15年度(2003年度) 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護老人保健施設等に介護相談員を派遣し、利

用者の疑問、不安や不満の声を施設に届け、施設の自主的なサービス改善を図る。 

平成24年度(2012年度)延べ派遣回数 1,271回 

⑾ 住宅改修支援事業 

事業開始年度 平成12年度(2000年度) 

介護保険の住宅改修費の支給を受けようとする人に対して、申請に必要な理由書を作成する

ことによって支援を行う社会福祉法人等に、委託契約を締結した上で助成する。助成額は１件

当たり2,000円。ただし、理由書作成に従事する人は、介護支援専門員その他住宅改修について

の専門的知識及び経験を有する人に限る。 

平成24年度(2012年度)助成件数 49件 
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⑿ 介護給付費通知事業 

事業開始年度 平成15年度(2003年度) 

介護保険の給付実績を利用者に通知することにより、不正請求などの発見の端緒とし、介護

給付費の適正化を図る。 

平成24年度(2012年度)送付件数 21,724件 

 

 後期高齢者医療制度  

 

 平成20年(2008年)４月１日から、老人保健制度にかわる独立した医療制度として、後期高齢者医

療制度が創設された。 

１ 対 象 者 75歳以上の方及び一定の障がいがあると認定された65歳以上の方 

２ 運営主体 大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」 

３ 市の事務 保険料徴収事務、届出・申請等の窓口業務 

４ 被保険者数 

                          平成25年(2013年)３月31日現在 

区分 

年度 
人口（人） 被保険者数（人） 被保険者割合（％）

平成24（2012） 354,053 32,309 9.13 

 〃 25（2013） 356,768 33,849 9.49 

 

５ 保険料 

  被保険者均等割額  １人当たり51,828円 

  所得割額      基礎控除後の総所得金額×10.17％ 

  ＊賦課限度額は、55万円（年額） 

 

６ 軽減策 

 ⑴ 所得の低い世帯に対する軽減措置（均等割額の軽減） 

世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等 軽減割合 

 基準額  ＝【基礎控除額(33万円）】を超えないとき 8.5割 

 基準額  ＝【基礎控除額(33万円)＋24.5万円×被保険者数 

       被保険者である世帯主を除く】を超えないとき 

５割 

 基準額  ＝【基礎控除額(33万円)＋35万円×被保険者数】を超えないとき ２割 

（注）世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が年収80万以下で他の所得がない世帯（給与

収入等がある場合でも控除後所得が０円の場合）は９割軽減とする。 
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また、年金収入が153万円以上211万円以下の方（給与収入等がある場合でも、控除後の所

得が91万円以下）の場合は所得割を５割軽減とする。 

 ⑵ 被用者保険の被扶養者に対する軽減 

 本制度の被保険者資格を取得する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方につ

いては、激変緩和を図るため、所得割額は免除され、被保険者均等割額についても５割軽減さ

れる。 

 

７ 保険料収納状況 

 

現  年  分 滞 納 繰 越 分 区分 

 

年度 

徴収方法 調定額 

（千円） 

収納額 

（千円）

収納率 

（％） 

調定額 

（千円）

収納額 

（千円） 

収納率 

（％） 

特別徴収 1,439,043 1,439,043 100.00 0 0 －

普通徴収 1,510,703 1,482,317 98.12 53,301 13,161 24.69平成22(2010) 

計 2,949,746 2,921,360 99.04 53,301 13,161 24.69

特別徴収 1,512,891 1,512,891 100.00 0 0 －

普通徴収 1,563,231 1,535,081 98.20 55,866 13,203 23.63 〃 23(2011) 

計 3,076,122 3,047,972 99.08 55,866 13,203 23.63

特別徴収 1,618,870 1,618,870 100.00 0 0 －

普通徴収 1,814,082 1,779,894 98.12 54,063 12,043 22.28 〃 24(2012) 

計 3,432,952 3,398,764 99.00 54,063 12,043 22.28
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 国民健康保険  

 

１ 被保険者数の推移                         （各年度末） 

総      数 被 保 険 者 加 入 割 合（％） 区 分 

 

年 度 
世 帯 数 人  口 世 帯 数 被保険者数(人) 世 帯 被保険者 

平成22(2010) 

 

〃 23(2011) 

 

〃 24(2012) 

156,160 

 

157,776 

 

159,408 

352,173

354,053

356,768

50,741

50,752

50,292

87,242 

（5,595) 

86,626 

(5,495) 

85,084 

(4,780) 

32.5 

 

32.2 

 

31.5 

24.8

(1.6)

24.5

(1.6)

23.8

(1.3)

 （注）（ ）内は退職者医療分で内数｡退職者医療制度（昭和59年(1984年)10月施行）は､老人保健

法の適用を受けていない75歳未満の国民健康保険の被保険者で、厚生年金や共済組合、船員

保険などから年金を受けている人とその家族を対象に創設された（平成20年(2008年)４月よ

り65歳未満に改正された） 

 

２ 保険給付 

⑴ 給付範囲 

ア 給付割合 

未就学児２割、義務教育就学後から69歳までの者３割、70歳から74歳の者１割（一定以上

所得者３割） 

ただし、結核予防法第34条、第35条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条、

第29条の２及び障害者自立支援法に規定する精神通院医療による公費負担患者は本人負担

なし 

イ その他の給付 

出産育児一時金  １件 390,000円（平成21年(2009年)10月～） 

（平成21年(2009年)１月より産科医療補償制度加入の医療機関は３万円加算される） 

葬祭費      １件  30,000円（昭和53年(1978年)４月～） 
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  ⑵ 給付状況 

出産育児一時金 葬  祭  費 区 分 

件   数 金   額（千円） 件   数 金   額（千円）

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

357 

356 

348 

148,715 

148,834 

144,377 

424 

451 

480 

12,720 

13,530 

14,400 

 

３ 保険料 

 ⑴ 保険料、賦課限度額の推移                  （各年４月１日現在） 

区 分 

 

改定年 

国民健康保険法施行令

による賦課限度額

本市の賦課限度額 

の実績 

保険料１人当たり平均月

額及び改定率（前年比）

平成23(2011) 

（医療分）  51 

（介護分）  12 

（支援分）  14 

（医療分）  50 

（介護分）  10 

（支援分）  13 

（医療分） 5,277  100.2

（介護分） 2,081  109.1

（支援分） 1,681  108.5

 〃 24(2012) 

（医療分）  51 

（介護分）  12 

（支援分）  14 

（医療分）  51 

（介護分）  12 

（支援分）  14 

（医療分） 5,427  102.8

（介護分） 2,237  107.5

（支援分） 1,810  107.7

 〃 25(2013) 

（医療分）  51 

（介護分）  12 

（支援分）  14 

（医療分）  51 

（介護分）  12 

（支援分）  14 

（医療分） 5,709  105.2

（介護分） 2,543  113.7

（支援分） 1,917  105.9

 （注）介護分は40歳以上65歳未満の被保険者が該当 
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 ⑵ 賦課方法 

区 分 
賦 課 

割 合 
賦 課 標 準 保険料 平成25年度(2013年度) 賦課期日 

賦課期日

後の増減

所得割 50％ 
基礎控除後の 

総所得金額等 

平成24年(2012年)分基礎控除後の 

総所得金額等×0.0737 

均等割 15％ 

 

被 保 険 者 

１ 人 に つ き 
 

被保険者数×11,844円 

医 

療 

分 

平等割 35％ 

 

１ 世 帯 

に つ き 
 

48,085円 

所得割 50％ 

 

基礎控除後の 

総所得金額等 
 

 

平成24年(2012年)分基礎控除後の 

総所得金額等×0.0305 
 

均等割 15％ 

 

被 保 険 者 

１ 人 に つ き 
 

介護２号被保険者数×5,008円 

介 

護 

分 

平等割 35％ 

 

１ 世 帯 

に つ き 
 

介護２号被保険者を有する世帯 

      14,495円 

所得割 50％ 

 

基礎控除後の 

総所得金額等 
 

 

平成24年(2012年)分基礎控除後の 

総所得金額等×0.0264 
 

均等割 15％ 

 

被 保 険 者 

１ 人 に つ き 
 

被保険者数×3,975円 

支 

援 

分 

平等割 35％ 

 

１ 世 帯 

に つ き 
 

16,138円 

４月１日 

月割賦課

 

を行う 

 

⑶ 徴収方法 

  直 納 制 度  保険料納付義務者が指定金融機関・収納代理金融機関又はコンビニエン

スストアに払い込む。 

  口 座 振 替  銀行等の口座からの振替制度 

  特 別 徴 収  被保険者全員が65才以上で、年金受給額が、18万円以上であり、介護保

険料を年金から徴収している人について、年金から徴収している。 
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 ⑷ 保険料収納状況 

区 分 

年 度 
種  別 

調 定 額 

（千円） 

収 納 額 

（千円） 

収 納 率 

（％） 

現  年  分(医療) 

   〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

滞納繰越分(医療) 

  〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

5,510,568

682,145

1,618,174

2,105,277

273,382

348,833

4,842,534 

575,470 

1,420,408 

308,621 

40,837 

49,091 

87.88 

84.36 

87.78 

14.66 

14.94 

14.07 

平成22(2010) 

計 10,538,379 7,236,961 68.67 

現  年  分(医療) 

   〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

滞納繰越分(医療) 

  〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

5,497,616

741,610

1,748,136

1,953,954

278,532

424,911

4,855,651 

626,433 

1,540,805 

293,631 

42,175 

60,677 

88.32 

84.47 

88.14 

15.03 

15.14 

14.28 

 〃 23(2011) 

計 10,644,759 7,419,372 69.70 

現  年  分(医療) 

   〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

滞納繰越分(医療) 

  〃   (介護) 

   〃   (後期支援分) 

5,664,661

781,869

1,886,464

1,884,955

297,843

477,525

5,042,280 

667,779 

1,675,861 

295,264 

45,856 

72,507 

89.01 

85.41 

88.84 

15.66 

15.40 

15.18 

 〃 24(2012) 

計 10,993,317 7,799,547 70.95 
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  ⑸ 保険料の軽減措置 平成24年度(2012年度) 

 ア 低所得者に対する減額                 （  ）内は特定世帯（外数） 

区   分 均等割(円) 平等割(円) 世帯数 被保険者数(人) 軽減額(円) 

条例第16条の２ 

第１項第１号該当者 

（７割軽減） 

同２号該当者 

（５割軽減） 

同３号該当者 

（２割軽減） 

 

7,896 

 

5,640 

 

2,256 

 

32,469 

(16,235) 

23,192 

(11,596) 

 9,277 

( 4,639) 

 

14,101

(1,000)

 1,883

( 266)

 4,978

( 689)

 

21,117 

 

 5,646 

 

 10,609 

 

640,820,201 

 

 78,598,512 

 

 73,311,081 

計 
  20,962

( 1,955)
37,372  792,729,794 

 

   イ 条例第26条による一般減免等 

   対象者 （ア） 災害等により生活が著しく困難となった者 

       （イ） 貧困により生活のため、公私の扶助を受けている者 

       （ウ） 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

 

区       分 件     数 減 免 額  （円） 

 

現 年 分 

 

滞 納 繰 越 分 

 

 

3,737 

(293) 

620 

 

 

           266,916,026 

(14,078,520) 

          45,208,716 

 

計 
4,357 

(293) 

312,124,742 

(14,078,520) 

（  ）内 条例減免  社会保険の被扶養者であった65歳の人が、被保険者が後期高齢者医療制

度に加入する事により国民健康保険になった場合の減免 
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 ⑵ 療養諸費 

                                   （各年３月31日現在） 

内   訳（千円） 区 分 

 

年 度 

件  数 
療養諸費 

（千円） 保険者負担分
被 保 険 者 

負 担 分 

結 核 予 防 等

その他負担分

一般 1,314,945 26,088,628 19,108,133 5,556,984 1,423,511

退 102,114 2,305,731 1,612,496 625,573 67,662平成22(2010) 

計 1,417,059 28,394,359 20,720,629 6,182,557 1,491,173

一般 1,330,528 27,215,141 19,955,212 5,790,941 1,468,988

退 108,099 2,298,805 1,609,281 622,608 66,916 〃 23(2011) 

計 1,438,627 29,513,946 21,564,493 6,413,549 1,535,904

一般 1,344,000 27,033,692 19,840,360 5,720,250 1,473,083

退 99,539 2,019,024 1,411,800 546,091 61,134 〃 24(2012) 

計 1,443,539 29,052,716 21,252,160 6,266,341 1,534,217

 

 

 公益社団法人吹田市シルバー人材センター  

 

 高年齢者の社会参加を図るため、地域社会の活動と密接な連携を保ちながら、豊かな経験と能力

を生かし、相互の協力のもとに、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な作業に係る就業を通

して、自らの生きがいを高めるとともに、高年齢者の就業機会を拡大し福祉の増進を図り、高年齢

者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として、昭和53年(1978年)11月

30日吹田市高齢者事業団を設立した。 

 昭和55年(1980年)９月12日には高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、「社団法人吹田市

シルバー人材センター」と改称し、さらに公益法人制度の改革を受けて、平成23年(2011年)４月１

日から「公益社団法人吹田市シルバー人材センター」に改称した。 
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 ⑴ 組織図 
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⑵ 年齢別・職群別会員数状況 

平成25年(2013年)３月31日現在（単位：人） 

60歳未満 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳以上 計 年齢別 

性別 

職群 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

専門技術群 

技 能 群 

事務整理群 

施設管理群 

折衝外交群 

軽 作 業 群 

サービス群 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

13 

5 

49 

1 

22 

5 

3 

1 

11 

2 

4 

16 

19 

41

41

28

207

8

72

18

5

2

28

8

3

46

49

40

44

35

216

14

72

8

13

1

21

12

7

65

48

20

18

19

134

8

42

6

1

2

16

4

3

20

18

11 

11 

22 

33 

1 

16 

2 

2 

0 

11 

1 

3 

2 

4 

127

127

109

639

32

224

39

24

6

87

27

20

149

138

小  計 0 0 110 56 415 141 429 167 247 64 96 23 1,297 451

合  計 0 166 556 596 311 119 1,748 

 （注）専門技術群（経理事務など専門的作業） 

    技 能 群（剪定などの技能作業） 

    事務整理群（受付、整理、筆耕などの事務作業） 

    施設管理群（駐輪場、駐車場、建物、倉庫などの管理作業） 

    折衝外交群（販売、チラシ配布など） 

    軽 作 業 群（マンション清掃等の屋内作業、除草等の屋外作業など） 

    サービス群（家事、介護補助などの作業） 

⑶ 就業状況 平成24年度(2012年度) 

年間就業実人員     1,452人 

年間就業率        83.1％ 

１日平均就業人員    534.8人 

１人１日平均就業時間   4.1時間 

１人月平均就業日数    11.2日 

⑷ 契約状況                          平成24年度(2012年度) 

区  分 契約数（件） 割 合（％） 契約金額（円） 割 合（％） 

公  共 

民  間 

88 

4,287 

2.0 

98.0 

481,715,484 

346,798,788 

58.1 

41.9 

計 4,375 100 828,514,272 100 
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⑸ 契約件数及び配分金等の推移 

契    約    金 実 績 

年 度 
契約件数

就  業 

延べ人員 配 分 金 事 務 費 材 料 費 合  計 

 

平成22(2010) 

〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

4,223

4,253

4,375

人 

183,171 

199,627 

195,188 

円

664,279,384

729,568,717

710,793,566

円

46,569,303

52,558,660

48,511,917

円 

65,854,534 

68,115,557 

69,208,789 

円

776,703,221

850,242,934

828,514,272

 

⑹ シルバーワークプラザ 

 シルバー人材センターの事務所及び作業所等 

位   置  吹田市千里山松が丘26番23号 

敷 地 面 積  499.29㎡ 

建 築 面 積  253.75㎡ 

延べ床面積  713.38㎡ 

構造・規模  鉄骨造３階建 

内   容  事務所、作業所、会議室、印刷室、和室、相談室、その他 

開   設  平成７年(1995年)４月 

 

 介護老人保健施設  

 

 高齢者社会に対応するために寝たきり等の高齢者に対し、医療ケアと生活サービスを実施する施

設として平成２年度(1990年度)に実施設計を行い、同年11月に建設工事に着手、平成４年(1992年)

２月に竣工した。老人保健法に基づき平成４年(1992年)６月10日開設したが、平成12年(2000年)４

月１日からは、その設置根拠を介護保険法に移行した。 

 施設の概要 

  位   置  片山町２丁目13番25号 

  構造・規模  鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建 

  敷 地 面 積  4,947.96㎡  延べ床面積 6,125㎡ 

  事 業 費  6,024,087千円 
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 事業内容 

１ 施設サービス事業 

  比較的安定した病状に対する医療サービス 

  食事、入浴の介助等身の回りの看護・介護サービス 

  日常の生活動作を中心とした機能訓練 

  レクリエーション、行事等の日常生活に必要なサービス 

 

２ 居宅サービス事業 

⑴ 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 

 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づき、短期入所を行い、看護、医学的管理

の下での介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。 

⑵ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション 

 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づき、通所により、心身機能の維持・回復、

日常生活自立のための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。 

 

３ 利用定員 

  入  所   100人（短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護含む） 

  通  所  月曜日から土曜日40人、日曜日20人 

事業実績  平成24年度(2012年度) 

利 用 種 別 実利用者数(人) 延べ利用者数(人)

施設（長期）入所サービス 161 32,052 

短 期 入 所 療 養 介 護 85 1,144 

通所リハビリテーション 153 9,759 

 

 公害健康被害補償  

 

  昭和49年(1974年)11月30日、本市南部地域（面積９㎢、地域内人口約10万人）が公害健康被害

補償法による地域指定を受け、この法律に基づいて公害健康被害者の認定並びに補償を実施して

いるが、昭和63年(1988年)３月１日から同地域の指定が解除され、新規の認定はされないことに

なった。 
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１ 認定状況                 平成25年(2013年)４月１日現在（単位：人） 

認 定 取 消 者 
被認定者数 

前年度比 

増  減 

転入者数 

① 転出者数 治癒等者数 死亡者数 計② 

205 -3 3 0 0 6 6 

 

２ 障害等級決定状況   平成25年(2013年)４月１日現在（単位：人） 

等   級 障害等級 

決定者数 １級 ２級 ３級 級外 

205 2 45 130 28 

 

３ 公害健康被害被認定者に対する補償給付 

⑴ 療 養 の 給 付 認定疾病の診療等について、その医療費を給付 

⑵ 療  養  費 やむを得ない理由のため療養の給付を受けられなかったとき被認定者

に対し支給 

⑶ 障 害 補 償 費 15歳以上の被認定者に対し、障害の程度に応じ、性・年齢区分によって

支給 

⑷ 療 養 手 当 入院・通院に要する諸経費として、被認定者に対し、入院・通院日数の

区分に応じて支給 

⑸ 遺 族 補 償 費  

⑹ 遺族補償一時金  

⑺ 葬  祭  料  

 

４ 医療費助成制度の創設 

 昭和63年(1988年)４月１日から、本市南部地域の大気汚染のより一層の改善が図られるまでの

間、大気汚染の影響を受けたと推定される疾病にかかった被認定者に対し、医療費の一部を助成

している。 

  医療費助成制度の認定状況 

平成25年(2013年)４月１日現在（単位：人） 

認  定  取  消  者 

被認定者数 

前年度比 

増  減 

(① －②) 

新 規 

被認定者数

① 
転出者数 治癒等者数 死亡者数 他法適用者数 計② 

296 -14 32 12 27 3 4 46 

認定疾病に起因して死亡した被認定者の遺族等で、一定の要件を備えて

いる者に支給 
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５ 公害保健福祉事業・公害健康被害予防事業 

⑴ ぜんそくキャンプ事業 

 空気のきれいな環境において保養することにより、健康の回復・保持及び増進を図ることを

目的として市内在住の小学３年生から中学２年生の気管支ぜん息児童を対象に実施している。 

区  分 15  歳  未  満 

場  所 

 

期  間 

 

参 加 者 

滋賀県高島市今津町 

家族旅行村「ビラデスト今津」 

平成24年(2012年)８月５日～８月７日 

２泊３日 

20人 

 

⑵ 家庭療養指導事業 

 公害健康被害被認定者の家庭を訪問し、日常生活の指導及び保健指導を実施している。 

                      （単位：件） 

年 度 

区 分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

家庭訪問指導件数 204 182 199 

内 

 

訳 

１級 

２級 

３級 

級外 

3 

45 

146 

10 

3 

43 

126 

10 

2 

41 

139 

17 

 

⑶ リハビリテーション事業 

ア 水泳訓練指導 

市内在住の気管支ぜん息の小学生を対象に水泳教室を実施している。 

場 所  吹田市立片山市民プール 

開催日  〔前期〕平成24年(2012年)５月19日・26日、６月２日・９日・16日 

〔後期〕10月13日・20日・27日、11月３日・10日 

参加者  延べ146人 

イ 知識普及・訓練指導 

医師による講演と個別相談などを内容とするぜん息教室を実施している。 

・第１回 場 所  総合福祉会館 

開催日  平成24年(2012年)９月８日(土)  
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対 象  市内在住の気管支ぜん息の児童の保護者 

参加者  ９人 

・第２回 場 所  千里市民センター 

開催日  平成24年(2012年)11月17日(土)  

対 象  市内在住の気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気しゅの患者 

参加者  27人 

⑷ インフルエンザ予防接種費用助成事業 

 インフルエンザ予防接種を受けた公害健康被害被認定者に対して、予防接種に係る費用の自

己負担分を助成することにより、健康の保持を図ることを目的として実施している。 

 接種者 平成24年度(2012年度)  述べ81人 

 

 保    健  

 

１ 保健センター・保健センター南千里分館 

 市民の健康管理と保健知識の普及啓発のため、各種健康診査、予防接種、母子保健等の業務、

生活習慣病予防等を目的とした健康教育、健康相談を行っている。 

⑴ 保健センター（総合福祉会館・保健会館との複合施設の３・４階の部分占有） 

延 べ 床 面 積  2,876.6㎡ 

構 造 ・ 規 模  鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建 

開    設  昭和62年(1987年)４月１日 

所  在  地  出口町19番２号 

 

⑵ 保健センター南千里分館（千里ニュータウンプラザの４階の部分占有） 

延 べ 床 面 積  734.12㎡ 

構 造 ・ 規 模  鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

        地下２階塔屋１階地上８階建 

開    設  平成24年(2012年)９月 

所  在  地  津雲台１丁目２番１号 
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２ 予防接種 

 ⑴ 定期接種 

  予防接種法に基づく予防接種を一般社団法人吹田市医師会等に委託して実施している。 

予防接種実施状況                            （単位：人） 

区分 

年度 

ＢＣＧ 

接種者 

二種混合 

ジフテリア 

破傷風

三種混合 

ジフテリア 

百日咳 

破傷風 

四種混合

ジフテリア

百日咳

破傷風

不活化ﾎﾟﾘｵ

急  性

灰白髄炎

(経口生ﾎﾟﾘｵ)

急  性

灰白髄炎

(不活化ﾎﾟﾘｵ)

日本脳炎 風しん
麻しん 

(はしか) 

麻しん・

風しん混合

インフルエンザ

(高齢者対象)

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

3,044 

3,092 

3,093 

2,829

2,554

2,554

13,319 

13,245 

11,263 

－

－

2,627

6,633

5,360

1,704

－

－

11,376

19,139

19,213

15,349

6

2

0

4 

0 

0 

11,941

12,191

11,901

35,371

32,978

33,443

 ※平成20年(2008年)から麻しん・風しん予防接種第３期、第４期が、時限措置として開始 

 （平成24年度(2012年度)まで） 

 ※平成23年(2011年)日本脳炎定期予防接種の機会を逸したＨ７.６.１からＨ19.４.１までに生ま

れた人を特例対象者とし、第１期及び第２期の接種が可能となる。 

 ※平成24年(2012年)９月１日から急性灰白髄炎（ポリオ）の予防接種が、経口生ポリオワクチン

から不活化ポリオワクチンに切替えられた。 

 ※平成24年(2012年)11月１日からジフテリア、百日咳、ポリオ及び破傷風の第１期に四種混合ワ

クチンが追加された。 

⑵ 任意接種 

   子宮頸がん予防・インフルエンザ菌ｂ型(ヒブ)・小児用肺炎球菌ワクチンは、予防接種法に

基づかない任意の予防接種であるが、平成23年（2011年）２月より、子宮頸がん予防等ワクチ

ン接種事業として実施する。                       （単位：件） 

    区分 

年度 

子宮頸がん予防 インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ） 小児用肺炎球菌 

平成22（2010） 

 〃 23（2011） 

 〃 24（2012） 

  842 

11,123 

 3,774 

 1,936 

10,665 

12,034 

 2,324 

11,914 

12,321 

 新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種については平成23年(2011年)は実施せず。 
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３ 健康診査（母子） 

 母子保健法に基づいて、妊娠から就学までの健康診査や保健相談等の事業を実施している。 

⑴ 妊婦健康診査 

妊婦に対して受診票を交付し、委託医療機関にて健診を行い、妊婦の健康管理の向上を図る。 

（単位：人） 

結       果 Ｂ型肝炎検査 区  分 

年  度 
受 診 者 数 

異 常 な し 異常及び異常の疑い ＨＢＳ抗原陽性者 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

(延べ)33,743 

(延べ)33,952 

(延べ)36,031 

32,506 

32,837 

33,354 

1,229 

1,115 

1,519 

6 

8 

2 

※平成20年度(2008年度)６月から、公費負担回数を１回から６回に拡充した。 

※平成21年度(2009年度)から、公費負担回数を６回から14回に拡充するとともに一部助産院での受

診や里帰り出産等で府外の医療機関で受診した妊婦健診の償還払いも可能とした。 

 

⑵ 乳児一般健康診査、乳児後期健康診査 

 １歳未満の乳児に対し委託医療機関にて健診を行い、必要に応じて適切な指導を行う。 

乳児一般健康診査                             （単位：人） 

結       果 区  分 

年  度 
受 診 児 数 

異 常 な し 異常及び異常の疑い 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

2,535 

2,564 

2,602 

2,377 

2,353 

2,388 

158 

211 

214 

 

乳児後期健康診査                             （単位：人） 

結       果 区  分 

年  度 
受 診 児 数 

異 常 な し 異常及び異常の疑い 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

3,055 

2,992 

3,122 

2,767 

2,729 

2,833 

288 

263 

289 
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⑶ ４か月児健康診査 

 ４か月になる乳児に対し、個別通知をし委託医療機関にて健康診査を実施している。また、

栄養・発達・生活リズム等についての保健指導やグループワーク、交流会を通じ育児不安の解

消、健全な子育てができるよう保健指導事業としてすくすく赤ちゃんクラブを実施している。 

４か月児健康診査                             （単位：人） 

結    果 （重複あり） 区 分 

年  度 

対 象

児 数

受 診 

児 数 異常なし 要経観 要精検 要治療 治療中 要指導

平成22(2010) 

〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

3,104

3,170

3,286

3,028 

3,073 

3,173 

2,675

2,698

2,843

218

245

231

22

24

22

27 

25 

33 

101 

118 

91 

12

4

9

 

保健指導事業（すくすく赤ちゃんクラブ） 

区 分 

年  度 
実 施 回 数(回) 対 象 者 数(人) 来 所 者 数(人) 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

78 

83 

84 

3,104 

3,170 

3,286 

1,526 

1,562 

1,633 
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⑷ １歳６か月児健康診査 

 １歳６か月から２歳を超えない幼児を対象に、計測、診察、歯科診察・相談、発達相談、栄

養相談、保健相談、歯科保健指導等を内容とした健康診査を実施している。 

 なお、内科健診については、個別・集団併用方式で実施している。 

 

                                     （単位：人） 

年  度 

区  分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

対 象 児 数 3,287 3,256 3,233 

内 科 健 診 受 診 児 数 3,188 3,120 3,146 

異 常 な し 2,819 2,716 2,753 

要 経 観 202 181 219 

要 精 検 43 29 42 

要 治 療 17 15 16 

治 療 中 86 72 67 

一 

 

般 

 

健 

 

診 

 

要 指 導 1,713 1,655 1,605 

歯 科 受 診 児 数 3,052 3,037 3,023 

要観察歯を有する児

（C0） 
73 59 68 

むし歯を有する児

(C1～C4) 
60 49 54 

歯 

科 

健 

診 

 

カリオスタット 

ハ イ リ ス ク 児 
895 802 791 

 

 （注）カリオスタットハイリスク…むし歯になる危険度が高い 

(

重
複
あ
り)

 

結 
 

果

(

重
複
あ
り)

 

結 

果
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⑸ ３歳児健康診査 

 ３歳児を対象に、尿検査、計測、診察、歯科診察・相談、発達相談、保健相談、栄養相談、

歯科保健指導等を内容とした健康診査を実施している。 

 なお、内科健診については、原則個別方式で実施している。 

                               （単位：人） 

年  度 

区  分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

対 象 児 数 3,236 3,263 3,366

内 科 健 診 受 診 児 数 2,826 2,878 3,052

異 常 な し 2,635 2,473 2,802

要 経 観 114 129 148

要 精 検 21 27 35

要 治 療 8 0 9

治 療 中 48 39 61

一 

 

般 

 

健 

 

診 

 

要 指 導 978 939 1,033

歯 科 受 診 児 数 2,507 2,576 2,733

要観察歯を有する児

（C0） 
110 125 158

むし歯を有する児

(C1～C4) 
452 436 437

歯 

科 

健 

診 

 

カリオスタット 

ハ イ リ ス ク 児 
837 749 795

 

⑹ ３歳児視聴覚検診（二次検診） 

 ３歳児健康診査を受診した保護者に簡易な視聴覚検査を行ってもらい、その結果とアンケー

トから必要な幼児に対し、耳鼻科・眼科の二次検診を実施している。 

（単位：人） 

ア ン ケ ー ト 結 果 二 次 検 診 結 果 

年 度 区  分 
回収数 

異 常 

な し 

要二次

検 診
治療中

二次検

診受診

児 数

異 常

な し
要治療 要精検 要経観

視力検診 2,826 2,486 315 25 117 63 20 12 22平成22 

(2010) 聴覚検診 2,826 2,784 15 27 8 5 1 0 2

視力検診 2,878 2,540 312 26 121 47 11 25 38 〃 23 

(2011) 聴覚検診 2,878 2,841 12 25 5 2 2 0 1

視力検診 3,052 2,692 317 43 134 58 16 30 30 〃 24 

(2012) 聴覚検診 3,052 3,009 16 27 11 3 5 1 2

 

(

重
複
あ
り)

 

結 
 

果

(

重
複
あ
り)

 

結 

果
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⑺ 経過観察健診（二次健診） 

 各種、乳幼児健康診査、健康相談の結果、経過観察を必要とする乳幼児に対し、専門医師や

発達指導員による健診・相談を行っている。 

（単位：人） 

結     果 （重複あり） 区  分 

年  度 
対象児数 受診児数

異常なし 要 経 観 他機関紹介 要 医 療 そ の 他

平成22(2010) 

〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

1,560 

1,587 

1,692 

1,259

1,207

1,359

244

265

361

760

812

919

325

309

292

49 

21 

30 

233

276

307

 

⑻ ２歳６か月児歯科健康診査 

 ２歳６か月児を対象に歯科診察、歯科保健指導、カリオスタット検査等を内容とした歯科健

康診査を実施している。                        （単位：人、件） 

結    果   （重複あり） 

指  導  件  数 
区  分 

 

年  度 

対 象 

児 数 

受 診 

児 数 
要観察歯を

有する児

（C0）

むし歯を

有する児

(C1～C4)

カリオスタット

ハイリスク児 指しゃぶり歯列咬合 歯の異常 その他

平成22(2010) 

〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

3,209 

3,296 

3,360 

2,578 

2,618 

2,697 

90

93

84

156

167

149

778

770

740

686

587

592

383 

381 

368 

133

115

130

139

98

120

 

⑼ １歳６か月児、２歳６か月児、３歳児歯科健康診査フォロー事業 

 １歳６か月児、２歳６か月児、３歳児健康診査において、要フォローと判定された幼児を対

象に口腔内観察、歯科相談、歯科保健指導を内容とした歯科健康診査フォロー事業を行ってい

る。                                  （単位：人） 

１歳６か月児歯科健診ﾌｫﾛｰ ２歳６か月児歯科健診ﾌｫﾛｰ ３ 歳児歯科 健診 ﾌｫﾛｰ区 分 

年  度 対象児数 受診児数 対象児数 受診児数 対象児数 受診児数 

平成22(2010) 

〃 23(2011) 

〃 24(2012) 

998 

870 

882 

477

404

415

909

866

919

425

373

408

729 

674 

754 

242

221

232

 

⑽ ６歳臼歯健康診査 

 満６歳の幼児を対象に歯科健診、歯科保健指導を㈳吹田市歯科医師会に委託して実施している。 

                （単位：人） 

区  分

年  度 
対象児数 受診児数 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

3,450

3,277

3,364

2,397

2,156

2,172
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⑾ 妊婦歯科健康診査 

  妊婦を対象に歯科健診、歯科保健指導を一般遮断法人吹田市歯科医師会に委託して実施して

いる。 

                      （単位：人） 

区  分

年  度 
対象者数 受診者数 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

3,316

3,323

3,337

1,191

1,202

1,250

 

４ 結核検診 

                       （単位：人） 

年度 

区分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

受 診 者 17,881 18,752 18,318

要 精 検 者 433 372 398

 ※平成20年度(2008年度)から、対象年齢を65歳以上に変更して実施。 

 

５ 健康診査（成人） 

 生活習慣病予防のための各種健康診査事業（30歳代健康診査・胃がん検診・子宮がん検診・乳

がん検診・肺がん検診・大腸がん検診等）を実施している。 

 

⑴ 30歳代健康診査（生活習慣病予防健康診査） 

 30歳以上40歳未満の市民及び40歳以上の生活保護受給者（40歳以上74歳以下の国民健康保険

年度途中加入者については、平成22年度（2010年度）から国保健康診査として実施）等を対象

に㈳吹田市医師会に委託し、実施している。内容としては、問診・身体計測（身長・体重・腹

囲）・血圧・検尿・理学的検査・血液検査等で医師の判断において心電図・眼底検査を行う。 

            （単位：人） 

区  分

年  度 
受診者数 

平成22(2010) 5,510

 〃 23(2011) 5,034

 〃 24(2012) 4,668
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⑵ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検診 

 満40歳の市民と昭和７年（1932年）以降生まれの41歳以上で当該検診未受診の人、昭和６年

（1931年）以前生まれの人で過去に肝機能異常を指摘された人、広範な外科的処置や輸血など

を受けたことのある人、又は妊娠分娩時に多量に出血したことのある人で、定期的に肝機能検

査を受けていない人を対象に㈳吹田市医師会に委託して、実施している。 

 ※平成24年度から、名称を「Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検診」に変更。 

                               （単位：人） 

      区分 

年度 
受 診 者 異常なし 要精検者数 

平成22(2010) 
（Ｂ型）  2,068

（Ｃ型）  2,068

2,057 

2,061 

11 

7 

 〃 23(2011) 
（Ｂ型）  2,064

（Ｃ型）  2,064

2,050 

2,051 

14 

13 

 〃 24(2012) 
（Ｂ型）  2,198

（Ｃ型）  2,198

2,183 

2,189 

15 

9 

 （注）検診料 500円（平成25年１月から自己負担金徴収） 

 

⑶ 胃がん検診（Ｘ線法） 

 35歳以上の市民を対象に､保健センター及び休日急病診療所に検診車を派遣し、(財)大阪府保

健医療財団に委託して実施している。                   （単位：人） 

       区分 

年度 
受  診  者 要精密検査者 が ん 発 見 者 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

2,765 

2,760 

2,940 

255 

219 

238 

4 

4 

4 

 （注）検診料 500円 

 

⑷ ペプシノゲン胃検診 

 満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の市民を対象に㈳吹田市医師会に委託して、実施し

ている。 

※平成20年度（2008年度）から、名称をペプシノゲン胃検診に変更した。 

（単位：人） 

       区分 

年度 
受  診  者 要精密検査者 が ん 発 見 者 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

2,185 

2,259 

2,583 

372 

399 

415 

2 

7 

6 

 （注）検診料 300円 
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⑸ 子宮がん検診 

 20歳以上の女性を対象に、問診・内診・細胞診の検査を㈳吹田市医師会に委託して実施して

いる。 

（単位：人） 

       区分 

年度 
受  診  者 要精密検査者 が ん 発 見 者 

平成22(2010) 
（頸部） 14,140 

（体部） 1,991（再掲） 

155 

27 

15 

3 

 〃 23(2011) 
（頸部） 13,626 

（体部） 2,079（再掲） 

282 

45 

11 

5 

 〃 24(2012) 
（頸部） 13,156 

（体部） 1,999（再掲） 

283 

30 

13 

1 

 （注）検診料 500円(ただし、体部がんを実施した場合は1,000円)(平成25年１月自己負担金改訂） 

⑹ 乳がん検診 

 30歳以上39歳以下の女性を対象に視触診検査を、40歳以上の女性を対象に視触診検査及びマ

ンモグラフィ検査を㈳吹田市医師会に委託して実施している。 

（単位：人） 

年     度 区 分 受 診 者 要精密検査者 が ん 発 見 者

30～39歳視触診のみ 3,229 143 2 
平成22(2010) 

40歳以上マンモ併用検診 10,561 949 21 

30～39歳視触診のみ 2,891 144 1 
 〃 23(2011) 

40歳以上マンモ併用検診 9,827 746 20 

30～39歳視触診のみ 2,493 96 0 
 〃 24(2012) 

40歳以上マンモ併用検診 9,533 629 21 

 （注）検診料 視触診のみ（30～39歳）700円（平成25年１月自己負担金改訂） 

        マンモグラフィ併用検診（40歳以上）1,000円 

 ⑺ がん検診推進事業 

 平成21年度(2009年度)から、受診率の向上並びにがんの早期発見と正しい健康意識の普及及

び啓発を図ることを目的に、特定の年齢の方を対象に子宮頸がん及び乳がんについての「がん

検診手帳」と「無料クーポン券」を送付している。平成24年度(2012年度)からは、大腸がん検

診についても実施している。 

（対象）当該年度４月１日現在で下記の年齢の方 

    子宮頸がん 20、25、30、35、40歳の女性 

    乳がん   40、45、50、55、60歳の女性 

    大腸がん  40、45、50、55、60歳の男女 



－ －250
 

－250－

          （単位：人） 

年度

区分 
平成22（2010） 平成23（2011） 平成24（2012） 

対 象 者 数 12,406 11,962 11,885 

受 診 者 数
2,403 

※（50） 

2,176 

※（25） 

1,850 

※（27） 

子宮 

頸がん 

受  診  率 19.4 18.2 15.6 

対 象 者 数 12,970 12,580 12,160 

受 診 者 数
2,330 

※（72） 

2,406 

※（39） 

1,895 

※（48） 
乳がん 

受 診 率 18.0 19.1 15.6 

対 象 者 数 － － 23,941 

受 診 者 数 － － 
1,759 

※（30） 
大腸がん 

受 診 率 － － 7.3 

※（ ）内は償還払い利用者数(再掲) 

 ⑻ 肺がん検診 

 40歳以上の市民を対象に、㈳吹田市医師会及び㈶大阪府保健医療財団に委託して実施してい

る。検診内容は問診・胸部Ｘ線、喀痰細胞診検査（必要な者のみ） 

（注）必要な者とは、ア 喫煙指数（１日喫煙本数×喫煙年数）600以上の者 

            イ ６か月以内に血痰の出た者 

（単位：人） 

       区分 

年度 
受  診  者 要精密検査者 が ん 発 見 者 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

16,569 

18,055 

18,721 

508 

476 

510 

14 

5 

8 

 （注）検診料 400円(ただし、喀痰検査については500円)（平成25年１月自己負担金改訂） 

⑼ 大腸がん検診 

 40歳以上の市民を対象に、問診・便潜血反応検査（２日法）を㈳吹田市医師会及び㈶大阪府

保健医療財団に委託して実施している。 

（単位：人） 

       区分 

年度 
受  診  者 要精密検査者 が ん 発 見 者 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

20,236 

22,644 

24,787 

1,472 

1,624 

1,765 

88 

77 

83 

 （注）検診料 300円 

⑽ 成人歯科健康診査 

 30歳以上の市民を対象に、歯科疾患の早期発見予防のための歯科健診を(社)吹田市歯科医師

会に委託して実施している。（15歳以上の障がい者にも実施） 
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（単位：人） 

     区分 

年度 
受診者数 異常なし 要 指 導 要 治 療 要 観 察 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

23,445 

24,291 

24,269 

2,638 

2,425 

2,226 

729 

729 

844 

18,000 

18,978 

18,788 

2,078 

2,159 

2,411 

⑾ 在宅寝たきり高齢者等訪問歯科事業 

 おおむね65歳以上の人で在宅で寝たきりの状態にある人、又はこれに準ずる状態にある人で

通院できない人等を対象に、歯科医師、歯科衛生士が自宅に訪問し、口腔内診査を実施している。 

（単位：人） 

訪  問  歯  科  健  康  診  査      区分 

年度 受診者数 異常なし 要 指 導 要 治 療 要 観 察 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

280 

304 

228 

13 

16 

11 

33 

34 

43 

190 

203 

142 

44 

51 

32 

※平成19年度(2007年度）からは申込みを㈳吹田市歯科医師会又は市内協力歯科医院で行う方法

に変更して実施している。 

⑿ 骨粗しょう症検診 

 20歳以上５歳節目の市民を対象に、ＭＤ法、ＤＸＡ法、超音波法のいずれかによる骨量の測

定検査を㈳吹田市医師会に委託して実施している。 

（単位：人） 

     区分 

年度 
受診者数 異常なし 要 指 導 要 精 検 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

3,890 

4,292 

4,455 

2,224 

2,330 

2,466 

1,034 

1,257 

1,237 

632 

705 

752 

 （注）検診料 1,000円 

※平成19年度(2007年度)から、対象年齢を30歳以上から、20歳以上の５歳節目に引き下げて実施 

⒀ 聴力検診 

50歳以上70歳以下（５歳節目）の市民を対象に聴力低下の原因となる疾病や障がいの早期発

見、早期治療を目的に実施している。 

                             （単位：人） 

区  分

年  度 
受診者 異常なし 

異常あり 

（疑い含む） 

平成22(2010) 284 143 141 

 〃 23(2011) 374 192 182 

 〃 24(2012) 399 230 169 

 （注）検診料 500円（平成25年１月から自己負担金徴収） 
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⒁ 健康長寿健診 

後期高齢者医療健康診査受診者を対象に㈳吹田市医師会に委記して実施している。 

（単位：人）   

区  分

年  度 
受診者 

平成22(2010) 10,885

 〃 23(2011) 11,411

 〃 24(2012) 12,203

 

 ⒂ 前立腺がん検診 

平成22年(2010年)４月から50歳以上の男性を対象に問診・ＰＳＡ検査を㈳吹田医師会に委託

して実施している。           (単位：人・％) 

年度 

区分 
平成22(2010) 平成23(2011) 平成24(2012) 

対 象 者 数 60,814 61,270 61,954 

受 診 者 数 7,589 8,380 8,242 

受  診  率 12.5 13.7 13.3 

要 精 検 者 数 794 576 512 

要 精 検 率 10.5 6.9 6.2 

異  常  な  し 123 110 66 

がん以外の疾患 181 125 101 

が          ん 135 72 56 

経  過  観  察 122 89 35 

精 

検 
結 
果 

未 受 診 者 数 233 180 254 

 （注）検診料 700円（平成25年１月自己負担金改訂） 

 

６ 保健指導 

 市民の保健知識の普及啓発と健康管理のため、健康教育・健康相談・訪問指導等を通じての保

健指導活動を行っている。 

⑴  健康教育 

 次の事業を開催し、母子保健・生活習慣病予防・健康増進等に関する正しい知識の普及を図

っている。 
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 平成24年度(2012年度)実績                       （単位：回数、人） 

事  業  名 開催数 延べ利用者数 事  業  名 開催数 延べ利用者数

市 民 健 康 教 室 

乳 が ん 予 防 教 室 

骨粗しょう症予防教室 

循 環 器 病 予 防 講 演 会 

内臓脂肪解消セミナーオプション講座 

特定保健指導フォローアップ事業 

健 康 づ く り 実 践 教 室 

がん予防啓発キャンペーン 

禁 煙 対 策 特 別 企 画 展 

み ん な の 健 康 展 

4 

27 

2 

2 

36 

35 

1 

13 

4 

2 

237

304

71

285

229

421

46

998

495

137

ﾚｯﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ生活習慣病予防教室 

地 区 保 健 活 動 推 進 事 業 

歯 と 歯 ぐ き の 健 康 教 室 

妊婦(両親)教室 妊婦・出産編 

妊婦(両親)教室 育児編 

育 児 相 談 会 

育 児 教 室 

離 乳 食 講 習 会 

口 腔 ケ ア 実 践 講 座 

地区母子保健活動推進事業 

6 

156 

2 

36 

12 

68 

1,034 

50 

6 

94 

163

2,322

77

871

755

804

12,621

1,312

118

1,530

⑵ 健康相談 

 下記の相談事業を保健センター等で行い、心身の健康に関する個別の指導と相談を行っている。 

平成24年度(2012年度)実績                       （単位：回数、人） 

事  業  名 開催数 延べ利用者数 事  業  名 開催数 延べ利用者数

出 張 健 康 相 談 89 599保 健 栄 養 相 談 

健 康 電 話 相 談 

13 

248 

13

1,794   

⑶ 特定保健指導 

 平成20年度(2008年度)から、吹田市国保健康診査（40歳から74歳の吹田市国保加入者を対象）

等の受診者で動機付け支援、積極的支援と判定された人を対象に、メタボリックシンドローム

の予防と解消のための特定保健指導を衛生部門請負型で実施している。    （単位：人） 

年  度 区  分 動機付け支援 積極的支援 計 

内臓脂肪解消セミナー（年間33回） 514 82 596 

メタボリックシンドローム予防相談 38 20 58 平成22(2010) 

計 552 102 654 

内臓脂肪解消セミナー（年間36回） 493 79 572 

メタボリックシンドローム予防相談 39 19 58 〃 23(2011) 

計 532 98 630 

内臓脂肪解消セミナー（年間36回） 359 32 391 

メタボリックシンドローム予防相談 40 4 44 〃 24(2012) 

計 399 36 435 
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⑷ 口腔ケアセンター管理運営事業 

（単位：人） 

口腔ケア活動推進事業 
赤ちゃんの歯の広場 

 相 談 情報発信 

区  分 

 

年  度 回 数 
受講者数 
（組数） 

日 数 延べ利用者数 延べ利用者数

平成24(2012) 6 111 142 1,550 3,681

 ※口腔ケアセンター開館日：平成24年(2012年)９月３日 （社）吹田市歯科医師会に委託して実施 

 ※赤ちゃんの歯の広場は、平成24年（2012年）10月から実施 

 

⑸ 新生児訪問指導 

 妊産婦、新生児に対して保健師等が訪問し、指導を行っている。 

 （単位：人） 

妊  産  婦 新  生  児 
年  度 区 分 

実 人 員 延 べ 人 員 実 人 員 延 べ 人 員 

保 健 師 487 520 39 42 

助 産 師 609 609 292 292 平成22(2010) 

計 1,096 1,129 331 334 

保 健 師 434 523 47 56 

助 産 師 662 662 246 246  〃 23(2011) 

計 1,096 1,185 293 302 

保 健 師 864 1,122 80 89 

助 産 師 613 613 202 202  〃 24(2012) 

計 1,477 1,735 282 291 

乳幼児訪問指導 

  乳幼児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等について保健師が訪問し、指導を行っている。 

                          （単位：人） 

乳児（新生児除く） 幼   児 区分 

年度 実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 

平成22(2010) 871 1,048 327 427

 〃 23(2011) 840 1,016 410 685

 〃 24(2012) 1,028 1,234 330 481

未熟児訪問指導 

  平成23年10月から大阪府からの一部（2,001g～2,499gで医療ケアを必要としない児）権限移譲

を受け、未熟児に対して訪問を実施している。 
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区  分

年  度 
実人数 延べ人数 

平成23(2011) 52 57

 〃 24(2012) 143 158

 

 救 急 医 療  

 

 本市では大阪府と協力して千里保健医療会館を昭和54年(1979年)８月に竣工させ、市民の休日に

おける応急的医療を提供する吹田市立休日急病診療所は同年10月から診療を開始し、また、他の医

療機関及び救急隊によって搬送される心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤な救急患者に救命医療

を提供する大阪府立千里救命救急センターは同年12月から診療を開始した。なお、昭和57年(1982

年)９月から開設した市立吹田市民病院は、救急患者に対応するために救急専門診療室を設けて診療

を開始し、同年11月に救急告示病院としての認定を受けた。 

 大阪府立千里救命救急センターは、平成18年(2006年)４月に恩賜財団大阪府済生会千里病院に移

管され、併設型救命救急センターとして開設された。 

休日急病診療所 

⑴ 運営状況 

   診 療 開 始 日  昭和54年(1979年)10月７日 

   診 療 科 目  内科、小児科、外科、歯科 

診  療  日  日曜日、祝日、年末年始 

診療受付時間  午前９時30分から午前11時30分まで 

午後１時から午後４時30分まで 

   医 療 従 事 者  医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、医師等が輪番で従事してい

る。各休日の医療従事者は次のとおり（年末年始は必要に応じて増員する） 

内科、小児科、外科医師  各１人    看護師      ５人 

歯科医師          １人    歯科衛生士    １人 

薬剤師           ２人    診療放射線技師  １人 

⑵ 受診状況 

年   度 
診療日数 

（日） 

内  科

（人） 

小 児 科

（人） 

外  科

（人） 

歯  科

（人） 

計 

（人） 

１日平均

（人） 

平成22(2010) 

 〃 23(2011) 

 〃 24(2012) 

71 

71 

72 

1,929 

2,123 

2,306 

1,352 

1,640 

1,409 

880 

911 

838 

460 

367 

405 

4,621 

5,041 

4,958 

65.1 

71.0 

68.9  




